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総合物流施策推進プログラム 

 

１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組 

（１）我が国物流システムの国際展開の促進  

１）我が国物流システムの海外展開の環境整備 

 

ア）我が国物流システムのアジア展開の推進 

 

アジア諸国における我が国物流システムの展開（ＲＯＲＯ船を活用した海陸一貫輸

送網の構築、パレット等物流機材の規格の標準化、リターナブル化を図ることによる

輸送の効率化、コールドチェーンの導入等）に向け、課題の調査や物流パイロット事

業等を実施し、明らかになった物流面での関連制度の課題（通関手続等）について政

策対話等を通じて改善を働きかける。また、物流パイロット事業等の成果を踏まえ、

官民連携によるプロモーションを実施し、我が国物流システムの海外展開を推進する。 

【国土交通省・経済産業省】 

 

  イ）ＡＳＥＡＮ諸国への日本の港湾ＥＤＩの導入促進  

 

ＡＳＥＡＮ諸国には、港湾関連手続の簡素化及び電子化に係る制度・技術に関する

知見が十分にないため、港湾関連手続の電子化が進んでいない国が多数ある。このた

め、ＡＳＥＡＮ諸国を対象に、我が国主導による港湾関連手続の電子化（港湾ＥＤＩ

の導入）を図ることによって、我が国の港湾ＥＤＩをＡＳＥＡＮ諸国でスタンダード

なシステムとし、我が国の物流事業者にとっての手続の容易化、導入国の事業者及び

行政機関の事務の効率化を実現させることで、進出する我が国の企業の国際競争力の

強化を図る。 【国土交通省】 

  

２）我が国物流システムの海外展開に対する支援 

 

ア）港湾関連産業の海外展開支援 

 

質の高い技術を有する我が国の港湾関連産業（港湾物流・インフラ関連産業）の海

外展開を支援し、計画・設計・整備・運営等すべての段階での我が国港湾関連産業の

参画を通じて、効率的な国際物流ネットワークの構築や産業の国際競争力の強化を図

る。 

①日本の成功ビジネスモデル（ジャパン・モデル）として、臨海部の産業立地と基

礎インフラの一体的な開発に資する案件形成を推進 

②計画から設計、整備、運営までの一貫した取組みへの支援 

③港湾EDIの導入促進及び港湾関連技術の国際標準化の推進 

④政府間協議の場を活用したトップセールス 



 2

⑤海外港湾物流プロジェクト協議会の活動を通じた官民協働スキームの構築 

⑥個別案件の獲得を目的とした、政府間の合意に基づく官民連携した研修を実施・

支援 等 【国土交通省】 

 

イ）我が国物流システムのアジア展開の推進（再掲） 

 

アジア諸国における我が国物流システムの展開（ＲＯＲＯ船を活用した海陸一貫輸

送網の構築、パレット等物流機材の規格の標準化、リターナブル化を図ることによる

輸送の効率化、コールドチェーンの導入等）に向け、課題の調査や物流パイロット事

業等を実施し、明らかになった物流面での関連制度の課題（通関手続等）について政

策対話等を通じて改善を働きかける。また、物流パイロット事業等の成果を踏まえ、

官民連携によるプロモーションを実施し、我が国物流システムの海外展開を推進する。 

【国土交通省・経済産業省】 

 

 ３）物流情報サービスネットワークのアジア地域等への展開 

 

ア）北東アジア物流情報サービスネットワーク（ＮＥＡＬ－ＮＥＴ）の構築とアジア

地域等への展開 

 

日中韓物流大臣会合等の枠組みを通じて、港湾におけるコンテナに係る物流情報に

ついて、荷主・物流事業者がタイムリーかつ効率的に把握可能なシステムを構築し、

アジア地域等への展開を図る。また、他の輸送モードに係る貨物情報の共有について

協議する。 【国土交通省】 

 

 ４）途上国税関における貿易関連制度の高度化等 

 

ア）アジア諸国への税関分野の技術支援等を通じた、途上国税関の貿易関連制度の近

代化・高度化と輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）をベースとしたシ

ステムの海外展開 

 

近年、日本企業はアジア諸国等を中心にサプライチェーンを高度化・緻密化させて

いる現状を踏まえ、税関分野の技術支援等を通じて、途上国税関の通関手続を改善す

るとともに、我が国のＮＡＣＣＳをベースとしたシステムの海外展開による、物流の

効率的な処理、通関・貿易コストの削減を図り、アジア地域における切れ目ない物流

の実現を目指す。 【財務省】 

 

（２）我が国の立地競争力強化に向けた物流インフラ等の整備、有効活用等 

 １）港を核とした国際物流網の強化 

 

ア）港を核とした国際コンテナ物流網の強化（国際コンテナ戦略港湾政策の深化と加
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速） 

 

コンテナ船の更なる大型化や国際基幹航路の再編等、海運・港湾を取り巻く情勢が

変化する中、我が国の産業競争力の強化、ひいては国民の雇用と所得の維持・創出を

図るため、「集貨」、「創貨」、「競争力強化」の３本柱の施策を総動員し、ハード・

ソフト一体の国際コンテナ戦略港湾政策を深化・加速することにより、我が国に寄港

する国際基幹航路の維持・拡大を図る。  

①国際コンテナ戦略港湾への「集貨」 

②国際コンテナ戦略港湾等背後への産業集積による「創貨」 

③国際コンテナ戦略港湾の「競争力強化」 【国土交通省】 

 

  イ）インランドデポ等の活用によるコンテナラウンドユースの促進 

 

インランドデポ等の活用により、内陸地におけるコンテナラウンドユースの環境整

備を行う。 【経済産業省・国土交通省】 

 

  ウ）港湾における物流機能の強化 

 

   産業物流の効率化及び企業活動の活性化を促進する港湾施設を整備することにより、

産業の立地・投資環境の向上を図る。 【国土交通省】 

 

２）コンテナターミナル周辺の課題に対する取組 

 

ア）コンテナターミナルのゲート前渋滞解消 

 

貨物が増加する国際コンテナ戦略港湾においてコンテナ搬出入トラックのゲート

前渋滞を緩和するため、総合的な取組を推進する。 

  ①ターミナルの拡張・再編 

  ②コンテナ搬出入情報の事前登録による予約制の検討 

  ③ＮＡＣＣＳを活用したコンテナ搬出入手続の電子化の普及促進 等 【国土交通省】 

 

イ）ニーズを踏まえたコンテナターミナルゲートオープン時間の延長 

 

コンテナターミナルゲートオープン時間の早朝・夜間への拡大や２４時間化につい

て、流通業などの国内流通体制及び製造業の生産・出荷体制に応じたニーズ・需要等

を踏まえながら、荷主等へのサービス強化の観点から港湾運営の一環として取り組む。 

【国土交通省】 

 

 

 ３）安定的かつ安価な資源・エネルギー等の輸入の実現 
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ア）資源・エネルギー等の安定的かつ安価な輸入の実現に向けた効率的な海上輸送網

の形成等 

 

安定的かつ安価な資源・エネルギー等の輸入を実現し、国際的に見て対等な競争条

件を確保することで我が国産業の国際競争力を支えるため、効率的な共同配船等の拠

点となる港湾について、これらの船舶の大型化に対応した港湾施設を整備するととも

に、岸壁、荷役機械等の整備に対する支援に係る取組を進める。さらに、潮位差利用

による入出港の弾力化や夜間入港の制約要因の解消に向けた検討を行う。  

【国土交通省】 

 

４）貨物情報の充実・活用促進 

 

ア）ＮＡＣＣＳとＣｏｌｉｎｓの機能統合による総合的物流情報プラットフォームと

しての更なる機能の充実  

 

コンテナ物流情報サービス（Ｃｏｌｉｎｓ）は、コンテナ物流業務の効率化を図る

ため、海貨業者や陸運事業者等の民間事業者間でコンテナ物流情報を共有することを

目的に構築したシステムである。輸出入等関連業務及びこれに関連する民間業務を処

理するＮＡＣＣＳの次期システム更改（平成29年10月予定）において、ＮＡＣＣＳ

にＣｏｌｉｎｓの機能を反映し、総合的物流情報プラットフォームとしての更なる機

能の充実を図る。 【国土交通省】 

 

  イ）ＮＡＣＣＳを活用したコンテナ搬出入手続の電子化の普及促進  

 

現在、コンテナヤード（ＣＹ）搬出入関連業務については、事前の事業者間の手続

がそれぞれ異なる通信手段・書式により行われており、また、ゲート等における手続

が電子化されていないため、事務処理の煩雑化を招いているところである。 

このため、ＮＡＣＣＳを活用したＣＹ搬出入手続の電子化の普及を図り、事務処理

の効率化及び迅速化を図る。 【国土交通省】 

 

ウ）北東アジア物流情報サービスネットワーク（ＮＥＡＬ－ＮＥＴ）の構築とアジア

地域等への展開（再掲） 

 

日中韓物流大臣会合等の枠組みを通じて、港湾におけるコンテナに係る物流情報に

ついて、荷主・物流事業者がタイムリーかつ効率的に把握可能なシステムを構築し、

アジア地域等への展開を図る。また、他の輸送モードに係る貨物情報の共有について

協議する。 【国土交通省】 
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５）高規格幹線道路網の整備、高速道路ネットワークの有効活用の促進等 

 

ア）効率的な道路ネットワークの整備 

 

迅速かつ円滑な物流を実現し、立地競争力の強化にも資する物流ネットワークを構

築するために、三大都市圏環状道路をはじめとする高規格幹線道路の整備、物流上重

要な道路の区間に存する国際海上コンテナ積載車両の通行支障区間の解消、枢要な空

港・港湾へのアクセスの向上などを推進する。 【国土交通省】 

 

 イ）「次世代ＩＴＳ」の推進 

 

ＥＴＣ２．０を活用した道路交通情報の配信や収集したプローブによる経路の確認

等を推進するとともに、路側からの情報提供技術の連携・融合などによりＩＴＳ技術

の高度化を推進することで、交通流円滑化や物流効率化を推進する。 【国土交通省】 

 

ウ）交通流対策の推進 

 

交通の円滑化及び環境負荷の低減を図るため、信号制御の高度化等の対策を講じ

る。また、ＩＴＳの推進として、ＶＩＣＳの普及、新交通管理システム（ＵＴＭＳ）

の整備を推進するとともに、高度な道路交通情報の提供、経路誘導等に取り組む。さ

らに、信号機の改良や交通管制システムの高度化等の交通安全施設等の整備を促進す

る。 【警察庁】 

 

 エ）スマートインターチェンジの整備 

 

地域経済の活性化や渋滞の低減等を図るため、スマートインターチェンジの整備に

より、既存の高速道路ネットワークの有効活用を図る。 【国土交通省】 

 

  オ）大都市圏の渋滞ボトルネックの対策 

 

深刻な渋滞の低減を図るため、関係者の意見を広く聴きながら、渋滞ボトルネック

箇所等の交通障害箇所の抽出を行い、対策を推進する。 【国土交通省】 

 

６）航空物流の利便性向上 

 

 ア）首都圏空港（成田国際空港・東京国際空港）の機能強化 

 

首都圏空港については、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までの

空港処理能力約８万回の拡大に向けた取組を最優先に進めているところ。 

国際航空貨物の大宗を担う成田国際（成田）空港においては、航空物流機能の一層
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の強化を図るため、貨物地区の混雑緩和、動線の簡素化等、効率化の取組を進めると

ともに、圏央道の整備も踏まえつつ、将来の貨物需要に応えるための方策等を検討す

る。 

東京国際（羽田）空港においては、平成27年夏ダイヤ以降も新たに就航先が増え、

拡充している国際航空ネットワークや、国内最大のビジネス拠点かつ一大消費地であ

る都心への近接性等の羽田空港の優位性を生かした貨物の更なる取り込みに向けて、

事業者と協力しながら利用促進の取組を推進する。 

 【国土交通省】 

 

イ）関西国際空港における貨物ハブ空港戦略の推進 

 

関西国際空港については、航空貨物の国際ネットワークにおける拠点空港化・中継

空港化を実現するため、貨物空港ハブ化のための施設整備や、物流コスト低減に資す

る料金戦略を実施するとともに、フォワーダー・経済界・自治体との連携や特区制度

の活用により、物流ルートの呼び込みや新たな航空貨物需要を創出する取組を推進す

る。 【国土交通省】 

 

ウ）中部国際空港の利活用の推進 

 

ものづくりの一大拠点である中部圏の国際拠点空港として、地域の需要に対応でき

る利便性の高い貨物ネットワークの再構築を目指し、貨物便着陸料割引制度の拡充、

航空機関連部品等のシー＆エアー輸送による拠点機能の強化を実施するとともに、関

係者による一層の連携を図りつつ、地域一体による総合的な利用促進策の展開を図る。 

【国土交通省】 

 

エ）那覇空港の機能強化 

 

   アジアにおける国際航空貨物の拠点として、貨物取扱量が増加する中、平成26年１

月に工事着手した滑走路増設については、平成31年末までの工事完了、平成32年３

月31日の供用開始を目指し、事業を推進する。 【国土交通省】 

 

オ）オープンスカイの戦略的な推進 

 

平成22年10月以降、27カ国・地域との間で首都圏空港を含むオープンスカイに合

意し、航空貨物輸送についてもより自由な枠組みを設定してきており、今後もオープ

ンスカイを戦略的に推進する。 【国土交通省】 

 

カ）国際貨物チャーターの活用促進 

 

チャーターの活用促進に関しては、エアライン・チャーター制度の要件緩和を実施
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（平成25年５月16日付けで通達を改正）しており、引き続き、国際貨物チャーター

等、制度の適切な運用を実施する。 【国土交通省】 

 

 ７）国内・国際複合一貫輸送の実現 

 

ア）日中韓のシャーシの相互通行による海陸一貫輸送の推進 

 

日中韓物流大臣会合の枠組みを通じて、一方の国のシャーシが海上輸送を経て相手

国の国内を通行することを相互に可能にすることにより、国境を越えた効率的でスピ

ーディーな海陸一貫輸送を実現する。日韓間においては、パイロットプロジェクトを

推進・拡大し、また、シャーシの相互通行実施のための制度構築に向け、両国で協議・

検討する。日中間においては、パイロットプロジェクトの実施可能性について、両国

で協議・検討する。 【国土交通省】 

 

  イ）鉄道を活用した多様なコンテナ国際・国内複合一貫輸送の推進 

 

国際海上コンテナの国内輸送におけるトラックから鉄道への転換（モーダルシフ

ト）を推進するため、輸出入荷主・物流事業者等に対し貨物駅でのインランドデポ活

用など効率化手法の提案に取り組むとともに、40ftコンテナの利用促進を図る。なお、

ハイキューブコンテナについては、トンネルの高さ等の制約に対応する低床化した貨

車の開発・試験的導入を行い、鉄道輸送を可能とするための実用性等の検証を行う。 

東アジアとの国際物流の増加に対応し、近距離の国際物流において利用が増加しつ

つある多頻度・小ロット輸送に適した 12ft コンテナについて、鉄道貨物輸送とＲＯ

ＲＯ船、フェリー航路や韓国の鉄道会社とが連携し、Sea & Rail、Rail-Sea-Rail サ

ービスを推進する。また、国際海上コンテナで輸入された部品等を日本国内各地の工

場へ仕分発送するニーズに対応し、需要を見極めつつ貨物駅における 12ft コンテナ

への積替施設の整備を図る。 【国土交通省・環境省】 

 

ウ）特殊車両の通行許可手続の円滑化に向けた検討 

 

韓国や中国との間で実施され、又は検討されているシャーシの相互運行等にも資す

ることとなるよう、特殊車両の通行許可手続の円滑化に関する検討を進める。 

 【国土交通省】 

 

エ）複合一貫輸送のさらなる効率化 

 

 物流効率化とともにモーダルシフトによる温室効果ガス排出削減にも寄与する複

合一貫輸送ターミナルの整備により、輸送のサービス水準を向上する。 【国土交通

省】 
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 ８）アジア物流圏における海上運送の効率化 

 

  ア）海上輸送拠点の強化 

 

経済のグローバル化の進展やアジア地域の急速な発展により、急増する中国を中心

とした東アジアの物流に関し、立地環境等において優位性のある地域を中心とした迅

速かつ低廉な輸送体系を戦略的に構築するための港湾施設の整備等を進める。 【国

土交通省】 

 

９）鉄道・内航海運の基盤整備等の推進 

 

ア）鉄道の輸送力増強、駅設備の近代化、積載率の向上 

 

環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物輸送へのモーダルシフトを促進す

るため、輸送機材強化・更新等による輸送能力の拡大、20ft コンテナ、31ft コンテ

ナ、40ftコンテナ等の大型コンテナ取扱駅の拡充及び鉄道貨物駅のＥ＆Ｓ（着発線荷

役方式）化、入換の効率化等、駅設備の近代化を推進する。 

また、ＩＴ－ＦＲＥＮＳ（貨物列車の予約の管理と申込の最適化を行うシステム）

を活用し、個々の荷主の需要に応じた輸送枠調整を行うこと等で積載率の向上を図る。 

【国土交通省】 

 

イ）内航海運の活用促進と輸送力強化のための基盤整備等の推進 

 

「内航海運代替建造対策検討会」において取りまとめた「内航海運における代替建

造促進に向けた施策の方向性」に基づき、船舶管理会社の活用を促進するため、「内

航海運における船舶管理業務に関するガイドライン」の策定・公表、船舶管理会社の

ガイドラインへの適合性評価手法の導入による船舶管理サービスの「見える化」を図

った。また、交通政策審議会海事分科会基本政策部会のとりまとめを踏まえ、船舶管

理会社の活用を含む内航海運事業者のグループ化や集約化による経営基盤強化の更

なる推進を図るため、専門性や相互扶助等、経営上共通の効用や性質を踏まえた、グ

ループ化等を想起しやすい形態の類型化に資する優良事例の発掘や取組の具体化に

向け関係者との議論を加速させる。加えて、共有建造制度などにより、内航船舶の代

替建造等を促進する。 【国土交通省】 

 

 １０）資源の有効活用につながる静脈物流拠点の整備 

 

ア）リサイクルポート施策の推進 

 

循環型社会形成推進基本計画等に基づき、循環資源の広域流動の拠点となる港湾を

リサイクルポートに指定し、岸壁等の港湾施設の確保や官民連携の促進により、海上
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輸送による静脈物流ネットワークを形成し、循環型社会の構築に寄与する。  

【国土交通省・環境省】 

 

１１）貿易円滑化に向けた取組 

 

ア）通関関係書類の電子化・ペーパーレス化の促進 

 

ＮＡＣＣＳを利用した通関関係書類の電磁的記録による関係者間の受け渡しを可

能とするとともに、貿易に関連する省庁への手続及び民民間の貿易取引における手続

の電子化の推進により、通関関係書類の電子化・ペーパーレス化を促進する。また、

「規制改革実施計画」（平成 25 年６月 14 日閣議決定）を踏まえ、ＡＥＯ事業者によ

る輸出入申告について申告官署の自由化を検討する。 【財務省】 

 

（３）荷主・物流事業者の連携による物流の効率化と事業の構造改善  

１）荷主・物流事業者間の契約における責任等の明確化等 

 

ア）荷主・物流事業者の連携による物流効率化 

 

製・配・販連携協議会や食品ロス削減のための商習慣検討ワーキングチームの取組

など事業者団体等が主体的に行う商慣習改善等の取組を進めるとともに、グリーン物

流パートナーシップ会議等を活用して荷主・物流事業者に情報提供を行う。 

また、荷主と物流事業者が連携して実施する商習慣改善等の優良事例について、グ

リーン物流パートナーシップ会議を活用して荷主・物流事業者に普及啓発を行う。 

【国土交通省・経済産業省】 

 

さらに、社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会・交通政策審議会交通体系分

科会物流部会の中間取りまとめを踏まえ、荷主・物流事業者や国、自治体等の多様な

関係者の間で新たな連携を構築し、社会システムとしての物流システムの更なる効率

化・最適化を図るための取り組みを推進する。 【国土交通省】 

 

 

イ）トラック事業の運送引受時における運送契約に関する重要事項の書面化の推進 

 

トラック事業においては、短時間での効率的な輸送、附帯業務（貨物の荷造り、仕

分け等）の実施など荷主等の多様化するニーズへの対応が求められている。一方、そ

の運送契約については、いわゆる口頭契約により運送条件をあいまいな形で締結する

等、ミスマッチに伴う非効率な取引形態が少なからず見られるため、書面により当事

者が諸条件を確認、合意する必要性がある。 

このため、「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」の普及啓発等によ

り、運送契約の書面化を図り、トラック事業者と荷主等との関係の適正化を進めると
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ともに、トラックの事業の改善を図る。 【国土交通省】 

 

ウ）共同輸配送の促進 

 

共同輸配送のための事業者間の出会い（マッチング）を促進する方策として、荷主・

物流事業者等の協力を得て試行的にマッチングシステムを開発・運用し、効果的かつ

利便性の高いマッチングの仕組みを検証することで、異業種の企業間等における共同

輸配送の促進を図る。 【国土交通省・環境省】 

 

 

２）非効率を招く慣行の是正に向けた取組 

 

ア）貨物自動車運送事業法第64条における勧告制度の適切な運用 

 

安全確保には、荷主等による理解と協力が不可欠であることから、貨物運送事業者

に対する荷主等からの安全運行支援や明確な運送状の提供等の徹底を図る。 

その上で、一定の場合に荷主への勧告を行う制度を適切に運用し、荷主の行為が安

全阻害を惹起する事態を防止する。 【国土交通省】 

   

  イ）物流に係る取引の適正化 

  

   独占禁止法（物流特殊指定）及び下請法の周知及び執行を通じ、取引の適正化を推

進するとともに、その実施に必要な体制整備に努める。 【公正取引委員会】 

 

 

３）物流事業における構造改善の推進 

 

ア）物流に係る統計データの蓄積 

 

効率的で環境にも十分配慮した貨物輸送体系や輸送施設整備計画を検討するため

に、全国の貨物流動について真の発着地、産業活動と貨物流動との関連等を把握でき

る「全国貨物純流動調査」を引き続き実施し、統計データの蓄積を図る。 

また、主要都市圏における「物資流動調査」を引き続き実施し、統計データの蓄積

を図る。 

「自動車輸送統計」をはじめとする交通関連の基礎統計について、輸送の効率化に

係る指標を作成し、蓄積等を図るため、体系的整備等を行う。また、各輸送統計につ

いて、輸送貨物品目分類を統一した上で、各品目の特性に応じた輸送実態（品目別輸

送トン数、輸送トンキロ）を把握し、統計データの蓄積を図る。 【国土交通省】 

 

イ）物流事業者の業務効率化の促進等 
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物流事業者が自らの業務効率を客観的に図る指標（荷役稼働率等）を導入すること

により自らの強み・弱みを正確に把握し、現場レベルでの改善を推進するとともに、

荷主に対して客観的データに基づき合理的な物流効率化方策を提案できるような仕

組みの構築を図る。 【国土交通省】 

 

ウ）新しい物流サービスの創出の促進 

 

 

宅配便運送サービスを利用した「手ぶら観光」を促進し、訪日外国人旅行者の旅行

の利便性や満足度を向上させるため、共通ロゴマーク・ＨＰ・パンフレット等を活用

し、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）を通じた周知、海外の旅行代理店・航空会社への商

品組込みの促進や宅配事業者・免税店におけるマークを活用した販売活動の推進、更

なるサービス拡大に向けた宅配事業者等への働きかけ等を推進する。 【国土交通省】 

 

「日本再興戦略」改訂2015（平成27年６月閣議決定）に基づき、2020年までに農

林水産物・食品の輸出額を１兆円とするため、鮮度保持輸送技術の普及促進等農林水

産物・食品の輸出における物流の改善について取組を進める。 【国土交通省・農林

水産省】 

 

エ）ＪＲ貨物の経営安定化に向けた支援 

 

国においては、鉄道建設・運輸施設整備支援機構（鉄道・運輸機構）の特例業務勘

定を活用した無利子貸付（平成23年度から29年度まで700億円分）を実施し、老朽

化した機関車・貨車の更新投資を促進するなど、ＪＲ貨物の経営安定化に向けた支援

策を講ずる。 

ＪＲ貨物においては、平成 23 年度に策定した経営自立計画に基づき、成長戦略の

着実な推進、業務効率化、原価・収益分析と管理会計の強化による収益力向上に取り

組み、長期持続的に利益を確保することが可能な経営自立を目指す。 【国土交通省】 

 

オ）内航海運の活用促進と輸送力強化のための基盤整備等の推進（再掲） 

 

「内航海運代替建造対策検討会」において取りまとめた「内航海運における代替建

造促進に向けた施策の方向性」に基づき、船舶管理会社の活用を促進するため、「内航

海運における船舶管理業務に関するガイドライン」の策定・公表、船舶管理会社のガ

イドラインへの適合性評価手法の導入による船舶管理サービスの「見える化」を図っ

た。また、交通政策審議会海事分科会基本政策部会のとりまとめを踏まえ、船舶管理

会社の活用を含む内航海運事業者のグループ化や集約化による経営基盤強化の更なる

推進を図るため、専門性や相互扶助等、経営上共通の効用や性質を踏まえた、グルー

プ化等を想起しやすい形態の類型化に資する優良事例の発掘や取組の具体化に向け関
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係者との議論を加速させる。加えて、共有建造制度などにより、内航船舶の代替建造

等を促進する。 【国土交通省】 

 

４）鉄道輸送サービスの改善及び貨物鉄道の利用促進 

 

ア）貨物鉄道輸送サービスの改善及び31ftコンテナを利用した物流効率化の推進 

 

鉄道輸送サービスの改善のため、低温物流における新しい温度管理コンテナの開発

の推進や、輸送障害時においてＩＴ－ＦＲＥＮＳ（貨物列車の予約管理システム）を

通じて、利用運送事業者に対し、遅延した列車の到着予定時刻を素早く情報提供する

体制を構築する。 

また、31ft コンテナは10トントラックと同等の容積・形状であり、荷主企業にと

って工場の生産や出荷体制に大きな変更を加えることなく鉄道利用にシフトするこ

とが可能となることから、31ftコンテナ導入促進のための支援を行うことによりモー

ダルシフトの促進を図る。 【国土交通省・環境省】 

 

５）３ＰＬ事業者の養成・振興 

 

ア）３ＰＬ事業の促進による物流効率化の実現 

 

近年のネット通販拡大等の状況も踏まえ、こういった新たな物流ニーズに対応した

３ＰＬ事業の担い手となる物流事業者の裾野の拡大を図るための施策を実施すると

ともに、引き続き３ＰＬ事業を推進するための人材育成について、事業者団体と連携

して推進する。 【国土交通省】 

 

６）物流施設のハード・ソフト面での整備・改善 

 

ア）臨海部の物流施設の更新・機能強化の推進 

 

大都市の経済活動を活性化し、我が国における大都市の国際競争力を強化するた

め、特定都市再生緊急整備地域を核とする大都市圏における国際物流の結節地域であ

る国際戦略港湾等周辺において、物流拠点の整備・再整備へ支援を行う。 【国土交

通省】 

 

イ）物流拠点の整備推進 

 

土地区画整理事業及び流通業務市街地の整備に関する法律（昭和 41 年法律第 110

号）による流通業務団地造成事業により物流拠点の整備を推進する。 【国土交通省】 

 

ウ）幹線物流全般・都市圏における輸配送の効率化、３ＰＬの推進、環境負荷低減等
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に資する物流施設の整備 

 

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（物流総合効率化法）の活用によ

り、近年の貨物の多品種少量化への対応、高速道路ＩＣ周辺等における輸配送の効率

化、３ＰＬの推進、環境負荷低減に資する物流施設の立地を促進するとともに、配送

センター機能等を有するターミナル施設の整備を図る。また、物流分野における労働

力不足、より一層の地球温暖化対策の必要性等、昨今の物流をめぐる社会情勢の変化

に対応するため、物流施設における輸送機能と保管機能の円滑な接続を確保する取組

について検討する。 【国土交通省】 

 

 ７）安定的かつ安価な原材料輸入の実現 

 

ア）資源・エネルギー等の安定的かつ安価な輸入の実現に向けた効率的な海上輸送網

の形成 

 

安定的かつ安価な輸入の実現に資する大型船に対応した港湾機能の拠点的確保や

企業間連携の促進等、ソフト・ハード一体となった総合的な施策を実施し、国全体と

して安定的かつ効率的な資源・エネルギー等の海上輸送網の形成を図る。 【国土交

通省】 

 

８）車両の大型化に向けた環境整備と安全性優良事業所（Ｇマーク）の認定取得促進 

 

ア）貨物車が通行するのに望ましい経路の指定等 

 

「道路法等の一部を改正する法律」（平成 25 年法律第 30 号）による改正後の道路

法の規定に基づき、40ft 背高コンテナの積載車両、45ft コンテナの積載車両等が通

行すべき道路の区間を国土交通大臣が指定し、当該区間を利用しやすくするため、特

殊車両の通行許可手続を一元的に実施する枠組みを導入する。 【国土交通省】 

 

イ）貨物自動車運送事業者の安全性優良事業所（Ｇマーク）の認定取得の促進 

 

安全性優良事業所（Ｇマーク）認定制度は、貨物自動車運送事業法に基づいて、国

土交通省が指定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関（全日本トラック協会）

が事業者に対する巡回指導結果等を基に、①安全性に対する法令の遵守状況、②事故

や違反の状況、③安全性に対する取組の積極性に係る計 38 項目を評価の上、認定し

ているものである。 

平成 27 年 3 月までに、20,989 事業所（全事業所の 25.1%）が認定を受けている。

Ｇマークの認定取得の促進により、事業者全体の輸送の安全の向上を図るとともに、

荷主等による選択に資する情報の充実、Ｇマーク事業所へのインセンティブの付与等

官民一体となって普及に向け対策を進める。 【国土交通省】 
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（４）国民生活の維持・発展を支える物流  

１）食の安全のための卸売市場における品質管理の徹底 

 

ア）卸売市場施設整備の推進（ニーズに対応した卸売市場の整備）  

 

食の安全や実需者ニーズに的確に対応するため、必要な整備を推進する。 

   ①コールドチェーンシステムの確立及び品質・衛生管理を図るため閉鎖型の低温売

場施設、温度管理型倉庫等の整備 

   ②カット加工・小分け包装などへ対応するための加工処理高度化施設の整備 

   ③生産情報、価格情報、商品ニーズ等を把握するための情報処理施設の整備 

   ④産地や小売店の大型化に対応するための買荷保管・積込施設、倉庫施設の整備 

【農林水産省】 

 

２）物流の効率低下につながる取引慣行を含めた物流の現状把握と課題解決 

 

ア）食品ロス削減の総合的な推進 

 

過剰在庫や返品等の商慣習によって発生する食品ロス等は、個別企業等の取組では

解決が困難である。このため、納品期限の緩和を始めフードチェーン全体で解決して

いくことが必要な商慣習の見直しに向けた取組を促進する。 【農林水産省・経済産

業省】 

 

イ）インターネット通販市場の拡大に伴う宅配の再配達増加への対応 

 

物流分野における労働力不足が懸念されている中、インターネット通販市場の拡大

に伴い宅配貨物の不在再配達が増加していることから、「宅配の再配達の削減に向け

た受取方法の多様化の促進等に関する検討会」報告書を踏まえ、再配達の削減に向け

た対策を促進する。 【国土交通省】 

 

３）都市部における物流マネジメント等の促進 

 

ア）都市部の複合ビル等における共同輸配送等の促進 

 

都市部の複合ビル等におけるオーナー、テナント、物流事業者等関係者の連携・協

働による共同輸配送等を支援するとともに、優良事例について地方自治体を含めた関

係者に普及啓発を行う。 【国土交通省・環境省】 

 

イ）より良好な駐車秩序の確立 
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交通渋滞の緩和や環境負荷の低減を図るため、荷捌き駐車施設等の積極的な整備、

きめ細かな駐車規制、違法駐車の取締り等ハード・ソフト一体となった駐車対策を推

進する。 【警察庁・国土交通省】 

 

ウ）建築物への荷捌き駐車施設の設置義務化の促進 

 

地方公共団体が駐車場法に基づき、一定規模以上の建築物に荷捌きのための駐車施

設の設置（附置）を義務付ける条例を地域の実情に合わせて定めるよう、地方公共団

体に対して会議等を通じて働きかけを行う。これにより、建築物における荷捌き駐車

施設を確保する。 【国土交通省】 

 

エ）貨物車交通のマネジメントの推進 

 

物流の効率化と環境負荷の低減の両立を目指した貨物車交通マネジメントに関す

る制度などの全体的な枠組みについて、国際比較を含めた検討を行い、取りまとめら

れた成果の普及啓発や導入の促進を図る。 【国土交通省】 

 

４）「買い物弱者問題」への対応 

 

ア）「買い物弱者問題」の改善 

 

買い物弱者問題に取り組む各地域の地方自治体や民間事業者等による先進事例や

地域の特性に応じたベストプラクティス等を情報共有ネットワーク及び説明会等で

発信・共有するとともに、地方自治体・商店街と小売業・ＮＰＯ等とのマッチング等

を実施すること等により買い物弱者問題の改善に向けた地域の自立的な取組を促進

する。 【農林水産省・経済産業省】 

 

５）条件不利地域等における輸送網の確保・維持 

 

ア）離島交通の安定的確保 

 

離島航路の確保維持に資する公設民営化・省エネ船等への代替建造などの運航・経

営効率化の促進、割高水準にある運賃の引下げへの支援を実施する。  

 

離島における住民生活の安定・安全を確保するため、離島航路における船舶の就航

率の向上や船舶の大型化に対応するための防波堤や岸壁の整備等を推進する。 【国

土交通省】 

 

イ）物流事業者と地方自治体等の連携による輸送網確保についての取組促進 
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「地域を支える持続可能な物流システムのあり方に関する検討会」報告書を踏まえ

つつ、所要の取組を推進する。過疎地等における事業者とＮＰＯ等の協働による宅配

サービスの維持・改善や買い物難民支援等にも役立つ新たな輸送システムを、自治体

と連携しつつ構築するため、地域の持続可能な物流ネットワークの構築に関するモデ

ル事業を実施し、オペレーション上の課題や対応策等について整理する。 【国土交

通省】 

 

（５）物流を支える人材の確保・育成  

１）物流現場を支えるトラック運転手、船員の確保・育成 

 

ア）物流の多様な現場を支える人材の確保・育成 

 

少子高齢化等の影響による物流分野における労働力不足について、就業環境の改善、

業界イメージの改善、人材の確保・育成といった観点から、「物流分野における労働

力不足対策アクションプラン」等に基づき、物流分野における総合的な取組を推進す

る。 【国土交通省】 

 

イ）トラック運転手の確保・育成 

 

トラック運転手の確保・育成に向けては、労働条件の改善が重要であることから、

荷主、運送事業者、関係省庁等により構成される「トラック輸送における取引環境・

労働時間改善協議会」の枠組みを活用し、取引環境の改善及び長時間労働の抑制に取

り組む。 

また、上記に加え、トラック運転手の確保・育成に向けて、以下のような官民連携

による取組を強化する。  

・学校等との連携の強化により若年層へのアピールの強化 

・トラガール促進プロジェクトサイト等を活用した業界の魅力のPR・情報発信 

・ITを活用した中継輸送の導入促進に向けた取組 

・若者・女性が働きやすい労働環境の構築に向けた、事業者向けのパンフレット等

を活用した経営者への啓発強化 等【国土交通省】 

 

ウ）船員の確保・育成 

 

日本船舶・船員確保計画を推進する。また、「海の日」や「海の月間」等の機会を

通じた練習船の一般公開、海事施設見学会や職場体験会等により青少年を中心に海へ

の興味・関心を喚起し、海の仕事の魅力や重要性について認識を深めてもらうための

継続的な取組を推進する。 【国土交通省】 

 

 ２）物流技術・技能の習熟度認定資格制度の充実 
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ア）物流関連の資格・認定制度の改善・充実 

 

物流に携わる人材を育成するために、物流に関わる技術・技能の資格についてのニ

ーズ調査及び対応の検討に取り組む。 【国土交通省】 

 

３）中小物流事業者における人材育成の推進 

 

ア）資格講座等を通じた物流人材育成の促進 

 

民間団体が実施するセミナー等に講師を派遣する等の支援を行う。 【国土交通省】 

 

イ）３ＰＬ事業の促進による物流効率化の実現 

 

近年のネット通販拡大等の状況も踏まえ、こういった新たな物流ニーズに対応した

３ＰＬ事業の担い手となる物流事業者の裾野の拡大を図るための施策を実施すると

ともに、引き続き３ＰＬ事業を推進するための人材育成について、事業者団体と連携

して推進する。 【国土交通省】 

 

４）荷主における物流に精通した人材の育成 

 

ア）物流技術管理士資格制度等による荷主における物流人材の育成 

 

物流技術管理士資格制度の普及等により、荷主側における物流に精通した人材の育

成を図るとともに、我が国の人材育成ノウハウをアジア諸国等に提供し物流管理水準

の向上を図る。 【経済産業省】 

 

５）国民各層における物流知識の普及啓発 

 

ア）物流に関する知識の普及啓発 

 

国土交通省が行う事業や施策について、国民各層からの要望に応じて職員が出向

き、説明や意見交換を行う「出前講座」において、物流をテーマとした講座の充実を

図る。また、大学における寄付講座等への協力や自治体職員、事業者等を対象とした

物流研修等の取組を実施する。さらに、民間団体等と連携し、国民各層を対象とした

物流の現場見学会等の充実を図る。 【国土交通省】 

 

２．さらなる環境負荷の低減に向けた取組 

１）省エネ法による取組促進と活用 

 

ア）省エネ法の特定荷主及び特定輸送事業者の支援並びに省エネ法スキームの活用等 
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省エネ法により、５年間で中長期的にみて年平均１％以上のエネルギー消費原単位

の改善が特定荷主や特定輸送事業者に求められ、ＣＯ２排出量削減の取組を検討しよ

うとする機運が高まっていることから、引き続き、荷主と物流事業者の企業単位での

省エネの取組を促進していく。 【経済産業省・国土交通省】 

 

２）道路ネットワークの整備と貨物車による効率的輸送の環境整備 

 

ア）環境負荷の低減に資する道路整備 

 

環状道路やバイパス道路の整備、交差点の立体化、開かずの踏切の解消等の渋滞対

策を推進する。 【国土交通省】 

 

  イ）「次世代ＩＴＳ」の推進 

 

ＥＴＣ２．０を活用した道路情報等の配信や収集したプローブによる経路の確認等

を推進するとともに、路側からの情報提供技術の連携・融合などによりＩＴＳ技術の

高度化を推進することで、交通流円滑化や物流効率化を推進する。 【国土交通省】 

 

ウ）交通流対策の推進（再掲） 

 

交通の円滑化及び環境負荷の低減を図るため、信号制御の高度化等の対策を講じ

る。また、ＩＴＳの推進として、ＶＩＣＳの普及、新交通管理システム（ＵＴＭＳ）

の整備を推進するとともに、高度な道路交通情報の提供、経路誘導等に取り組む。さ

らに、信号機の改良や交通管制システムの高度化等の交通安全施設等の整備を促進す

る。 【警察庁】 

 

エ）貨物車交通のマネジメントの推進（再掲） 

 

物流の効率化と環境負荷の低減の両立を目指した貨物車交通マネジメントに関す

る制度などの全体的な枠組みについて、国際比較を含めた検討を行い、取りまとめら

れた成果の普及啓発や導入の促進を図る。 【国土交通省】 

 

オ）貨物車による輸送効率性の向上に向けた環境整備 

 

「道路法等の一部を改正する法律」（平成 25 年法律第 30 号）による改正後の道路

法の規定に基づき国土交通大臣が指定する大型車が通行すべき区間において、欧州等

と同様の車両が円滑に通行することを視野に、十分な道路構造の確保、それを踏まえ

た道路の通行に係る重量規制の見直し等を行うことによって、貨物車が通行する経路

の環境整備を図るための検討を進める。 【国土交通省】 
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３）モーダルシフトの推進及び大量輸送モードの輸送力強化 

 

ア）モーダルシフト促進のための各種取組の推進 

 

優良事例の普及啓発等を通じた荷主と物流事業者の連携強化によりモーダルシフ

トの裾野の拡大を図る。 【国土交通省・経済産業省】 

 

船舶の省エネ化に資する改造等に対する補助を実施することにより、陸上輸送と比

べて環境負荷の低い内航海運・フェリーの更なる低炭素化を推進し、選択される環境

産業への転換を図る。また、船舶共有建造制度などにより、省エネ対応型船舶の代替

建造等を促進する。さらに、エコシップ・モーダルシフト事業により、モーダルシフ

トを促進するための普及啓発を進める。 【国土交通省】 

 

複合一貫輸送ターミナルの整備等により、陸上輸送から海上輸送へのモーダルシフ

トを促進し、輸送の効率化を図るとともに、環境負荷の小さい物流体系を構築する。 

【国土交通省】 

 

貨物鉄道輸送については、安全・安定及び効率的な輸送の推進のため、老朽機関車・

貨車の取替について、鉄道・運輸機構の行う無利子貸付等の支援措置を活用し、設備

投資を推進する。また、ＪＲ貨物が利用運送事業者や荷主企業と共同で貨物鉄道輸送

を活用した物流効率化に取り組む「ソリューション活動」を強化し、最適なサービス

の提供に取り組む。さらに、輸送障害に強い鉄道貨物輸送体系の構築について関係者

が連携して取り組む。加えて、一般消費者を含めた環境にやさしい鉄道貨物輸送の認

知度向上を図るエコレールマークの制度を通じて、モーダルシフトを推進する。  

【国土交通省】 

 

地下鉄をはじめとする都市鉄道や地方鉄道等の旅客鉄道を活用し貨物を輸送する

新たな物流システムを、関係者と連携し構築する。これを通じＣＯ２排出量の削減及び

労働力不足対策を図る。 【国土交通省・環境省】 

 

４）輸配送における共同化の促進 

 

ア）共同輸配送の促進（再掲） 

 

共同輸配送のための事業者間の出会い（マッチング）を促進する方策として、荷主・

物流事業者等の協力を得て試行的にマッチングシステムを開発・運用し、効果的かつ

利便性の高いマッチングの仕組みを検証することで、異業種の企業間等における共同

輸配送の促進を図る。【国土交通省・環境省】 
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５）各輸送モード等における省エネ化等及び環境負荷低減の推進 

 

ア）荷主による物流効率化・環境負荷低減の促進 

 

物流業務の自動化と拠点集約を含めた新たな物流システムの構築を促進すること

により、物流効率化と環境負荷の低減を図る。 【経済産業省】 

 

イ）トラック輸送における省エネ化、低公害化の促進 

 

トラック事業者に対し、環境対応車やＣＮＧトラック等の導入に対する支援やエコ

ドライブ等の普及・推進等により、トラック輸送の省エネ化、低公害化を図る。 【国

土交通省・環境省】 

 

ウ）国際海運からの省エネ・省ＣＯ２対策(次世代海洋環境技術開発支援事業及び国際

的枠組み作り) 

 

国際的な枠組み作りと技術開発・普及促進を一体的に推進する観点から、船舶から

の更なるＣＯ２排出量削減を目標とする世界最先端の海洋環境技術開発を推進すると

ともに、IMOにおけるＣＯ２排出規制（燃費規制）の段階的強化及び燃費報告制度（実

運航での燃費の「見える化」）等の国際的枠組み作りの議論を主導する。 【国土交

通省】 

 

エ）天然ガス燃料船の普及促進 

 

天然ガス燃料船は環境性能に優れその普及拡大が期待されているところであり、我

が国の海運・造船事業者においても、その実用化を目指した取組が始まっている。こ

うした取組を支援し、天然ガス燃料船の構造・機関等のハード面及び燃料供給などの

ソフト面の安全基準の策定・国際基準化など、天然ガス燃料船の普及に向けた環境整

備のための事業を通じて、官民連携の下で天然ガス燃料船の普及を推進する。 【国

土交通省】 

 

オ）モーダルシフト促進のための各種取組の推進（一部再掲） 

 

船舶の省エネ化に資する改造等に対する補助を実施することにより、陸上輸送と比

べて環境負荷の低い内航海運・フェリーの更なる低炭素化を推進し、選択される環境

産業への転換を図る。また、船舶共有建造制度などにより、省エネ対応型船舶の代替

建造等を促進する。さらに、エコシップ・モーダルシフト事業により、モーダルシフ

トを促進するための普及啓発を進める。 

 

内航海運に係る燃料消費量については、より正確なデータを把握できるよう、整備
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を図る。 【国土交通省】 

 

カ）港湾における総合的低炭素化施策の推進 

 

海上輸送と陸上輸送の結節点である港湾において、港湾活動に伴う温室効果ガス排

出量の削減を図るため、港湾空間における省エネルギー化、再生可能エネルギーの利

活用の推進、ＣＯ２の吸収源拡大等の取り組みを推進する。 【国土交通省・環境省】 

 

キ）貨物鉄道輸送の更なる省エネ化 

 

省エネ効果が認められる新型省エネ機関車の導入費用の補助を利用することで、環

境に優しい鉄道貨物輸送の更なる省エネ化を推進する。 【国土交通省】 

 

ク）エコレールラインプロジェクト事業 

 

鉄道は地域の中心に位置するものが多く、また極めて公共性の高い施設であり、災

害時や電力逼迫時にも運行を確保し、地域住民の安全や安心を確保する必要があると

ともに、帰宅困難者等が一時的に避難する場所として重要な役割を担っている。 

このような背景から、鉄道関連施設低炭素化促進事業、鉄道車両低炭素化促進事業

等の実施により、再生可能エネルギーや電力等エネルギーを効率的に使用する省エネ

設備等の駅や運転指揮所等の施設への導入や、鉄道車両の省エネ化を促進する。 【国

土交通省・環境省】 

 

ケ）物流施設の低炭素化の推進 

 

物流総合効率化法の活用等により、高速道路ＩＣ周辺等における輸配送の効率化、

３ＰＬの推進、環境負荷低減に資する物流施設の立地を促進する。輸送拠点の併設又

はトラック予約受付システムの導入により輸送と保管の連携が図られた倉庫の整備

を促進し、空車での回送や手待ち時間を削減する。 

また、物流拠点（営業倉庫・公共トラックターミナル）における低炭素化を促進す

るため、物流設備の省エネ化と物流業務の効率化の一体的実施による低炭素化を支援

する。特に、水銀に関する水俣条約の発効及び水銀による環境の汚染の防止に関する

法律により高圧水銀ランプの製造等が原則禁止になることから、高圧水銀ランプが多

用されている物流施設のＬＥＤ照明への転換を促進する。また、燃料電池フォークリ

フト等の導入を促進する。 【国土交通省・環境省】 

 

コ）グリーン経営認証制度の普及拡大 

 

トラック、バス、タクシー、内航海運、旅客船、港湾運送及び倉庫の各事業者の環

境改善の努力を客観的に証明し、取組意欲の向上等を図り、運輸部門における環境負
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荷の低減につなげていくための制度である「グリーン経営認証」について、当該制度

の普及拡大を図り、運輸部門における環境負荷の更なる低減を目指す。 【国土交通

省】 

 

サ）グリーン物流パートナーシップ会議の推進 

 

荷主と物流事業者等の関係者の連携による地球温暖化対策、それ以外の環境負荷の

低減や物流の生産性向上等、持続可能な物流体系の構築に顕著な功績があった取組へ

の表彰や優良事例の紹介等を行う。 【国土交通省・経済産業省】 

 

６）物流施設のＣＯ２排出量の削減 

 

ア）物流施設の低ＧＷＰ･ノンフロン化の促進 

 

関係団体等を通じて、自然冷媒の冷凍・冷蔵装置導入促進に関する啓発を行うとと

もに、施設内の低ＧＷＰ（地球温暖化係数）化・ノンフロン化が進んでいない物流施

設において、自然冷媒の冷凍･冷蔵装置の導入を促進する。 【国土交通省・環境省】 

 

３．安全・安心の確保に向けた取組 

（１）物流における災害対策  

１）交通インフラ等機能の早期回復可能な仕組みの検討・実施 

 

ア）道路の防災・震災対策 

 

緊急輸送道路等における橋梁の耐震補強や代替路の整備を推進するほか、東日本大

震災の経験を踏まえ、津波被害の想定されるエリアにおいて早期の道路啓開を実現す

るための計画策定など、道路の防災・減災対策を進める。 【国土交通省】 

 

イ）迅速な道路啓開のための官民での取組の推進 

 

災害発生時の迅速な道路啓開を円滑に進めるため、民間団体と道路管理者との協定

を締結する。また、道路管理者等の連携による協議会の枠組みを設け、道路啓開路線

の選定を進める。 【国土交通省】 

 

  ウ）港湾施設等の耐震・耐津波性能の強化等による防災・減災対策の推進 

 

東日本大震災の教訓をふまえ、我が国の経済活動の維持・継続の観点から港湾物流

機能を確保するため、海上輸送ネットワークの核となる重要な輸送拠点の耐震・耐津

波性能の向上や粘り強い構造の防波堤による港湾における災害対応力の強化、港湾海

岸における海岸保全施設の整備等の港湾における地震・津波対策を推進する。 【国
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土交通省】 

 

エ）災害時における港湾機能の維持・早期復旧 

 

大規模災害が発生した際にも、緊急物資等の輸送ルートを迅速に確保し、港湾背後

の産業活動に係る物流の早期復旧を図るため、港湾関係者が連携して航路啓開等の応

急復旧計画や港湾ＢＣＰの策定の促進等の事前準備の検討を進める。 【国土交通省】 

 

オ）鉄道施設の耐震対策の推進 

 

阪神・淡路大震災及び東日本大震災を踏まえ、また、防災・減災対策の強化が喫緊

の課題となっている首都直下地震・南海トラフ地震対策等に備えて、より多くの鉄道

利用者の安全確保や、一時避難場所や緊急輸送道路の確保等の公共的機能も考慮し、

主要駅や高架橋等の耐震対策を一層推進する。 【国土交通省】 

 

カ）卸売市場施設整備の推進（安全・安心に向けた卸売市場の整備） 

 

災害時にも円滑な食品供給を確保するため、老朽化した卸売市場の整備を推進す

る。 

   ①卸売市場施設の耐震化への支援を実施 

     ②引き続き、生鮮食料品等の流通において社会的なインフラである卸売市場整備を

実施 【農林水産省】 

 

キ）災害時の水産物流通機能の確保 

 

東日本大震災により、大きな被害を受けた漁港においては水産物の陸揚げ機能が喪

失したため、地域水産業の早期再開、消費地への水産物供給に大きな影響が生じた。

そこで、今後予想される大規模な地震・津波に備え、被災時の地域水産業の継続又は

早期再開が可能となるよう陸揚げ岸壁の耐震化など漁港施設の防災力の強化を推進

し、災害時の水産物の流通機能の確保を図る。 【農林水産省】 

 

ク）緊急輸送道路等の沿道建築物の耐震化の促進 

 

改正耐震改修促進法に基づき地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の沿道建築

物について、耐震化に係る支援を行う。 【国土交通省】 

 

 ２）被災時の海上輸送広域連携体制の確立 

 

ア）広域的な復旧・復興体制や物流の代替性の確保 
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地域経済の維持・継続の観点から、港湾における迅速な避難の確保及び被災後の港

湾機能の早期復旧に向けた関係者間の連携体制の構築を図るとともに、物流の広域的

な代替性の確保を図る。 【国土交通省】 

 

イ）緊急輸送活動等に船舶を活用するための環境整備推進 

 

国・地方自治体の防災計画や緊急輸送計画における位置付けと関係者間の役割分担、

必要となる船舶の機能・役割やそれらを確保するための課題等を調査し、船舶の具体

的な活用促進方策を取りまとめた。また、平時事業からの離脱を円滑化する具体的方

策及び船舶の活用に関する実務手順を定めたマニュアル例・ガイドラインを策定する

とともに、活用可能な船舶を迅速に選定するプログラムを構築した。これらの取組み

を踏まえ、訓練等による継続的な点検・改訂を通じ、自治体等におけるマニュアルや

選定プログラムの実効性を随時向上させるとともに、関係者間であらかじめ具体的な

協議を行うなど、大規模災害時に船舶を活用するための環境整備を推進する。 【国

土交通省】 

 

３）災害に備えた支援物資オペレーションの整備 

 

ア）災害に強い物流システムの構築（円滑な支援物資物流の確保） 

 

国、地方公共団体、物流事業者等を構成員とする災害に強い物流システムの構築に

関する協議会等を引き続き継続的に開催し、支援物資の広域的な受入拠点として物流

事業者の施設のリスト化を進めるとともに、地方公共団体と物流事業者等との間の役

割分担や発災時の体制等を規定した協力協定の締結を推進する。 

また、円滑な支援物資物流を確保するために必要となる国･地方公共団体･物流事業

者等との連携体制の整備を引き続き実施する。 

加えて、多様な輸送手段の活用による円滑な支援物資物流の確保に向けた取組を実

施する。 【国土交通省】 

 

 ４）ＢＣＰ（業務継続計画）策定支援と実践的な訓練の促進 

 

ア）災害に強い物流システムの構築（災害時におけるサプライチェーンの確保） 

 

ＢＣＰ策定事例の紹介やＢＣＰ策定のための人材育成等を通して、物流事業者のＢ

ＣＰ策定を促進する。 

また、荷主と物流事業者が連携した災害時における代替輸送の確保を含むＢＣＰの

策定のためのガイドライン等を周知することにより、ＢＣＰに基づいた関係者による

訓練を促進する。 【国土交通省・経済産業省】 

 

  イ）貨物鉄道事業者のＢＣＰ策定の促進  
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荷主企業に対し物流業務の「分散化・複線化」によるリダンダンシー確保の観点か

ら、ＪＲ貨物や物流事業者団体を通じて鉄道利用の提案に取り組む。 【国土交通省】 

 

５）非常時のエネルギー供給の仕組み構築 

 

ア）災害時の石油供給の確保 

 

  大規模災害が発生した場合においても、被災地等へ石油製品を安定的に供給できる

よう、石油製品の輸送体制、備蓄体制及び供給設備の災害対応能力の強化を図る。 

① 災害時石油供給連携計画 

石油会社に対し、共同で、地域ごとに、災害時の供給に関する計画（災害時石油

供給連携計画）をあらかじめ作成し、災害時には、経済産業大臣の勧告に従い、協

力して実行するよう義務付ける。 

 

   ②石油製品国家備蓄の増強 

    製油所が停止する事態を想定した、原油ではなくガソリン等の石油製品の形態で

の国家備蓄の増強を図る。 

  

③製油所・ＳＳ等の災害対応能力強化 

製油所については、地震・津波に対する耐性総点検結果等も踏まえ、災害対応能

力の強化を進める。また、サービスステーション（ＳＳ）・ＬＰガス輸入基地及び

充填所についても災害対応能力の強化を進める。 【経済産業省】 

 

６）港湾における災害対応力の強化 

 

ア）災害時における港湾機能の維持・早期復旧（一部再掲） 

 

大規模災害が発生した際にも、緊急物資等の輸送ルートを迅速に確保し、港湾背後

の産業活動に係る物流の早期復旧を図るため、港湾関係者が連携して航路啓開等の応

急復旧計画等の事前準備の検討を進めるとともに、大型船舶の待避場所の確保や緊急

確保航路の指定を推進する。また、民間事業者等が管理するコンビナートの護岸等の

港湾施設の適切な維持管理を促進する。 【国土交通省】 

コンビナート内の製油所等については、上記の災害時における海上輸送機能の確保

に向けた民有護岸等の改良の促進と連携し、地震・津波に対する耐性総点検結果等も

踏まえ、耐震・液状化対策等の災害対応能力の強化を進める。 【経済産業省】 

 

７）食品の物流における早期回復に向けた協力・連携体制の構築 

 

ア）食品サプライチェーンの強靱化 
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首都直下地震及び南海トラフ地震の被災が想定される地域において、震災時に円滑

な食料供給を維持し、及び早期に回復させるため、食品産業事業者団体を通じた啓

発・普及のためのセミナーや事業者間のマッチングの場を提供することにより、事業

者間の連携・協力体制構築の促進を図る取組を支援。 【農林水産省】 

 

 ８）卸売市場における耐震化の支援 

 

ア）卸売市場施設整備の推進（安全・安心に向けた卸売市場の整備）（再掲） 

 

災害時にも円滑な食品供給を確保するため、老朽化した卸売市場の整備を推進す

る。 

①卸売市場施設の耐震化への支援を実施 

②引き続き、生鮮食料品等の流通において社会的なインフラである卸売市場整備を

実施 【農林水産省】 

 

（２）社会資本の適切な維持管理・利用  

１）貨物車の適正な道路利用の促進 

 

ア）貨物車が通行するのに望ましい経路の指定等（再掲） 

 

「道路法等の一部を改正する法律」（平成 25 年法律第 30 号）による改正後の道路

法の規定に基づき、40ft 背高コンテナの積載車両、45ft コンテナの積載車両等が通

行すべき道路の区間を国土交通大臣が指定し、当該区間を利用しやすくするため、特

殊車両の通行許可手続を一元的に実施する枠組みを導入する。 【国土交通省】 

 

２）特殊車両の通行条件の検討 

 

ア）大型車両の道路利用の適正化 

 

「道路法等の一部を改正する法律」（平成 25 年法律第 30 号）による改正後の道路

法の規定に基づく報告徴収権及び立入検査権を活用しつつ、取締基地や自動計測装置

の計測により把握した違反者に対して直接指導して改善を求めるなどし、一層の取締

り・指導の徹底を図る。 【国土交通省】 

 

イ）特殊車両の通行支障の状況に応じた通行条件の付与 

 

特殊車両の通行許可に関して、付与される通行条件の内容をより望ましいものとす

るため、具体的措置内容を含めてその通行条件の在り方の検討を進める。 【国土交

通省】 
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３）港湾施設の適切な維持管理 

 

  ア）長寿命化計画に基づく港湾施設の適切な維持管理の実施 

 

港湾施設単位で作成する個々の施設の長寿命化等に資する計画（維持管理計画）や

港湾単位で費用の平準化を図りつつ各種施設を更新するための予防保全計画を策定し、

活用するとともに、点検方法等を明確化し、地方公共団体への技術的支援を行うこと

により、適切な維持管理を推進する。 【国土交通省】 

 

（３）セキュリティ確保と物流効率化の両立  

１）ＡＥＯ事業者への輸出入手続における簡素化の推進 

 

ア）ＡＥＯ輸出者に対する輸出許可後の申告内容変更手続の改善とＡＥＯ相互承認に

よるＡＥＯ事業者の貿易円滑化支援 

 

平成 25 年４月１日から実施されているＡＥＯ輸出者に対する輸出許可後の申告内

容変更手続の改善策について、官民で意見交換を実施し、事業者が引き続き抱える具

体的な事例について把握した上で、更なる可能な手続簡素化策について関税法基本通

達等の規定を整備する。また、整備された通達の実施状況について、官民でフォロー

アップを行う。 

上記施策とあわせ、ＡＥＯ相互承認（※）について、相手国のＡＥＯ制度運用能力

やその運用状況が我が国と同等の水準であることを十分に確認した上で、可能な範囲

で相互承認に向けた取組を進める。 

 

  ※ＡＥＯ制度を有する二国間で、それぞれのＡＥＯ制度（ＡＥＯ事業者）を相互に承認することに

より、二国間物流におけるセキュリティレベルを向上させつつ、国内外一貫した一層の物流円滑

化を目指すもの。これまでに我が国は、ニュージーランド、米国、ＥＵ、カナダ、韓国、シンガ

ポール及びマレーシアと署名している。 【財務省】 

 

２）効率的な検査制度の確立 

 

ア）新ＫＳ／ＲＡ制度の適切な運用 

 

ＲＡ事業者において適切な保安対策が講じられているか、ＫＳが講じる保安対策の

実施状況も含め、ＲＡ事業者に対する監査を通じて、指導・監督を図る。 

具体的には、平成27年度はＲＡ事業者53社に対し監査を実施する予定。同年度末

までに全てのＲＡ事業者（平成 27 年８月現在約 160 社）に対する監査を実施する予

定である。 

また、新制度導入に伴う荷主や物流事業者における負担を踏まえ、関係者との十分

な意見交換の機会を設け、より効率的な検査制度について検討する。 【国土交通省】 
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（４）輸送の安全、保安の確保  

１）輸送の安全確保への取組推進 

 

ア）道路交通の安全確保 

 

貨物自動車に係る交通事故防止を図るため、運転者教育の充実に努めるとともに、

関係機関団体と連携して交通事故防止に関する広報・啓発に努める。 【警察庁】 

 

イ）ＡＳＶ技術等を活用した大型トラックの車両安全対策 

 

技術基準の策定、補助制度、税制特例等により、ＡＳＶ技術等を活用した大型トラ

ックの車両安全対策を引き続き実施する。 【国土交通省】 

 

ウ）安全運転を支援するシステムの導入・普及 

 

車載レーダーの高度化に関する研究開発や車車間通信に関する検討等、安全運転を

支援するシステムの導入・普及のための環境整備等を実施する。 【総務省】 

 

エ）運行管理制度の徹底や監査の充実等による貨物自動車運送事業の輸送の安全性向

上 

 

５両未満事業者の運行管理者選任の義務化等の運行管理制度の徹底、悪質な事業者

への集中的な監査と厳格な処分実施などの安全対策を実施することにより、貨物自動

車運送事業の輸送の安全性向上を図る。 

また、行政が保有する事業用自動車に関する各種情報の分析機能を強化するため、

事業者特性・事故原因等の相関及び傾向を分析し、事故を惹起するおそれの高い事業

者等を抽出する「事業用自動車総合安全情報システム」を構築し、効果的・効率的な

指導・監督を実施し、事業用自動車による事故の未然防止を実現するとともに、監査

実施体制の充実・強化を図る。 【国土交通省】 

 

  オ）国際海上コンテナの陸上輸送における安全確保 

 

国際海上コンテナを積載したトラックの横転事故等を防止するため、コンテナ情報

の確実な伝達・不適切コンテナの発見・是正のための措置等を新たに盛り込んだ「国

際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」に基づく取組が、関係事業者

において着実に実施されるよう周知徹底を図る。このため、実施状況のフォローアッ

プを行うとともに、必要に応じて、更なる安全性向上のための措置を講ずる。 【国

土交通省】 
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カ）運輸安全マネジメント制度の推進 

 

事業者が社内一丸となった安全管理体制を構築・改善し、国がその実施状況を確認

する運輸安全マネジメント制度については、評価対象事業者を従来拡大してきたとこ

ろ、今後はさらに制度の実効性向上を図るとともに、そのコンセプトを全ての事業者

へ普及することを目指すなど、充実強化を図る。 【国土交通省】 

 

２）交通安全施設等の整備の推進 

 

ア）効果的・効率的な交通事故対策の推進 

 

交通安全施設等の整備を推進することにより、道路交通環境の改善を進める。 【国

土交通省・警察庁】 

 

３）日本商船隊の安定的な国際海上輸送確保の推進 

 

ア）安定的な国際海上輸送の確保 

 

安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶・船員確保計画の認定を受けた

外航船舶運航事業者に対するトン数標準税制の適用等の支援を通じ、日本商船隊の国

際競争力の向上並びに日本船舶及び日本人船員の確保を図る。 【国土交通省】 

 

４）国際物流の安全確保に向けた取組推進 

 

ア）マラッカ・シンガポール海峡における航行安全対策 

 

マラッカ・シンガポール海峡については、「協力メカニズム」の下で実施されるプ

ロジェクトのうち、航行援助施設の整備に関する協力や、航行援助施設の維持管理に

係る人材育成を推進するとともに、同メカニズムを有効に機能させ、同海峡における

航行安全・環境保全対策の充実が図られるよう、利用国、利用者等に幅広く参加を働

きかける。 【国土交通省】 

 

イ）ソマリア沖・アデン湾周辺海域の海賊対策 

 

凶悪な海賊行為の多発海域であるソマリア沖・アデン湾周辺海域において、国民生

活に不可欠な物資を輸送する日本船舶の航行の安全を確保するため、当該海域を航行

する日本船舶において小銃を所持した民間武装警備員による警備を行うことを可能

とする船舶警備特措法に基づき、民間武装警備員の乗船警備に係る運用を推進する。 

 

また、引き続き、海賊対処法に基づく海賊対処のため、ソマリア沖・アデン湾へ派
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遣される海上自衛隊の護衛艦に海上保安官を同乗させるほか、ソマリア周辺海域沿岸

国の海上保安機関に対して、法執行能力向上支援等を実施する。 【国土交通省】 

 

５）港湾における保安対策の推進 

 

ア）国際港湾施設におけるセキュリティの確保と効率的な物流の実現 

 

国際港湾施設の保安の確保のため、入場の際の身元確認の徹底（全ての入場者に対

する本人・所属・立入目的の確認）完全義務化を平成26年７月１日から開始した。 

一方、主要な国際港湾施設においては、当該措置を円滑かつ確実に行うため、平成

27年１月１日から出入管理情報システムの本格運用を開始している。引き続き、当シ

ステムの導入を推進するとともに、当システムの効果的な運用に不可欠なＰＳ（Port 

Security）カードの普及を促進する。 【国土交通省】 

 

６）出港前報告制度の円滑な導入と運用 

 

ア）出港前報告制度の運用 

 

国際的な物流セキュリティ強化の観点から、コンテナー貨物を積載して本邦に入港

しようとする外国貿易船の運航者及び利用運送事業者に対し、当該外国貿易船が船積

港を出港する前に、詳細な積荷情報を電子的に税関へ報告することを義務付ける出港

前報告制度（平成26年３月施行）について、円滑に導入し適切に運用する。    【財

務省】 

 

７）海上交通センターの機能向上等に向けた整備の推進 

 

ア）安全・安心で効率的な海上交通の実現 

 

船舶交通の効率化及び安全対策の充実強化のため、海上交通センターのシステム二

重化等の整備を行うとともに、船舶の動静監視及び情報提供体制を整えるために、一

元的な海上交通管制を構築する。 

また、災害発生時においても安定した海上輸送ルートを確保するため、航路標識の

耐震・耐波浪補強、航路標識用電源の自立型電源化（太陽電池化）の整備を実施する。 

【国土交通省】 



１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

我
が
国
物
流
シ
ス
テ
ム
の
国
際
展
開
の
促
進

１）我が国物
流システムの
海外展開の
環境整備

（１）

イ）ＡＳＥＡＮ諸国への日本の港湾ＥＤＩの導入促進

ＡＳＥＡＮ諸国への日本の港湾ＥＤＩの導入

港湾ＥＤＩの導入促進港湾ＥＤＩ導入ガイドラインの
検討・作成

国土交通省

目標

1

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

＜ASEAN＞
パレットの利用促進、普及のための官民連携に
よる相手国政府・事業者への働きかけ

上記の他、人材育成事業等を実施するとともに、相手国の物流面の関連制度の改善について政策対話を実施

■その他

第12回日ASEAN交通大臣会合（毎年開催）

■同一の規格のパレット等を用いることによる輸送の効率化
＜日中韓＞

第５回日中韓物流大臣会合（平成26年、日本）で、
日中韓で今後の方向性について合意

物流パイロット事業の実施

■物流パイロット事業の実施

アジア物流圏における標準化
されたパレット等の採用国の拡大

国土交通省

目標

アジア物流圏における我が国物流システムの
拡大

目標

経済産業省国土交通省

国土交通省

ア）我が国物流システムのアジア展開の推進

■課題に応じた政策対話の実施

国土交通省

タイ（10月）、インドネシ
ア（1月）との政策対話

我が国が採用している規格との共通規格化のための調査・政策対話の実施

パレットの品質や荷役機械の標準化及び物流情報の共有等に係
る実証事業等を通じたﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ利用の推進について検討

パレットの品質や荷役機械の標準化及び物流情報の共有等に係る実証事業等
を通じたﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ利用の更なる推進

毎年、ASEAN諸国と引き続き政策対話の実施ベトナム（12月）ミャン
マー（1月）との政策対
話

ラオス、カンボジア、マ
レーシアとの政策対話

・RORO船を活用した海陸一貫輸送 ・ミャンマーにおける鉄道へのモーダルシフト

・メコン地域における国際宅配輸送

・東西経済回廊におけるトラック・鉄道複合一貫輸送



１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

２）我が国物
流システムの
海外展開に
対する支援

ア）港湾関連産業の海外展開支援

港湾関連産業の海外展開を逐次支援

我が国港湾関連産業の海外展開の促進

国土交通省

目標

我
が
国
物
流
シ
ス
テ
ム
の
国
際
展
開
の
促
進

（１）

2

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

イ）我が国物流システムのアジア展開の推進（再掲）

10月 海外交通・都市開発事業支援機構（ＪＯＩＮ）が設立

＜ASEAN＞
パレットの利用促進、普及のための官民連携に
よる相手国政府・事業者への働きかけ

上記の他、人材育成事業等を実施するとともに、相手国の物流面の関連制度の改善について政策対話を実施

■その他

第12回日ASEAN交通大臣会合（毎年開催）

■同一の規格のパレット等を用いることによる輸送の効率化
＜日中韓＞

第５回日中韓物流大臣会合（平成26年、日本）で、
日中韓で今後の方向性について合意

物流パイロット事業の実施

■物流パイロット事業の実施

アジア物流圏における標準化
されたパレット等の採用国の拡大

国土交通省

目標

アジア物流圏における我が国物流システム等
の拡大

目標

経済産業省国土交通省

国土交通省■課題に応じた政策対話の実施

国土交通省

タイ（10月）、インドネシ
ア（1月）との政策対話

我が国が採用している規格との共通規格化のための調査・政策対話の実施

パレットの品質や荷役機械の標準化及び物流情報の共有等に係
る実証事業等を通じたﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ利用の推進について検討

パレットの品質や荷役機械の標準化及び物流情報の共有等に係る実証事業等
を通じたﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ利用の更なる推進

毎年、ASEAN諸国と引き続き政策対話の実施ベトナム（12月）ミャン
マー（1月）との政策対
話

ラオス、カンボジア、マ
レーシアとの政策対話

・RORO船を活用した海陸一貫輸送 ・ミャンマーにおける鉄道へのモーダルシフト

・メコン地域における国際宅配輸送

・東西経済回廊におけるトラック・鉄道複合一貫輸送



１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

３）物流情報
サービスネッ
トワークのア
ジア地域等
への展開

ア）北東アジア物流情報サービスネットワーク（ＮＥＡＬ－ＮＥＴ）の構築とアジア地域等への展開

■共有情報の拡大

■対象港湾の拡大

平成24年度に引き続き、
日中韓におけるＮＥＡＬ－
ＮＥＴ対象港湾の順次拡大

日中韓とASEAN諸国等で
ＮＥＡＬ－ＮＥＴ対象港湾の拡大協議

ASEAN諸国等
の対象港湾の拡大協議、順次拡大

船舶以外の輸送モードに
係る貨物情報の共有協議

貨物情報順次共有

日中韓におけるＮＥＡＬ－ＮＥＴ対象港湾の更なる拡大

国土交通省

アジア地域等におけるＮＥＡＬ－ＮＥＴ
対象港湾の拡大及び共有情報の充実第５回日中韓物流大臣会合（平成26年、日本）

目標

我
が
国
物
流
シ
ス
テ
ム
の
国
際
展
開
の
促
進

（１）

ア）アジア諸国への税関分野の技術支援等を通じた、途上国税関の貿易関連制度の近代化・高度化と輸出入・港湾関連情報
処理システム（ＮＡＣＣＳ）をベースとしたシステムの海外展開

（１）アジア諸国への税関分野の技術支援等
■途上国税関への技術支援の実施

（２）ＮＡＣＣＳ型システムの海外展開
■日ベトナム間

■日ミャンマー間

平成25年7月導入に
向けた作業を開始

財務省

ベトナム、ミャンマーにおける
税関近代化のため、ＮＡＣＣＳ
型システムを展開

ＮＥＡＬ－ＮＥＴ対象港湾のコンテ
ナ離着岸情報、港湾への搬出
入、船積み・卸しの情報の共有

４）途上国税
関における貿
易関連制度
の高度化等

3

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

各国の関税局長等との会合での協議等を通じた適切な支援ニーズの把握

途上国の税関職員を対象とする受入研修の実施や税関専門家の派遣による技術支援

平成24年3月に両国政府間で無償資金協
力案件として合意
平成24年は詳細仕様確定作業、業務フロー
の見直し、関係法令改正の支援等を実施
平成25年は試験運転を開始し、円滑な導入
体制の構築を支援

平成26年6月 新システム
の全国への展開が完了

平成26年4月
両国政府間で無償資金
協力案件として合意

平成27年中
システム開発を完了し、
試験運転を開始する予定

平成28年中
システム運用開始予定

目標

各国のニーズを踏まえて受入研修及び専門家派遣を実施

目標

第５回日中韓物流大臣会合時点の対象港湾 ： （日本）東京・横浜・大阪・神戸・川崎の計５港、
（中国）天津・青島・煙台を含む計１０港 、（韓国）釜山・仁川・光陽の計３港



１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

我
が
国
の
立
地
競
争
力
強
化
に
向
け
た
物
流
イ
ン
フ
ラ
等
の
整
備
、
有
効
活
用
等

１）港を核とし
た国際物流
網の強化

イ）インランドデポ等の活用によるコンテナラウンドユースの促進 経済産業省

ウ）港湾における物流機能の強化 国土交通省

産業物流の効率化及び企業活動の活性化を促進する港湾施設の整備等を推進

産業の立地・投資環境
の向上

（２）

目標

4

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

ア）港を核とした国際コンテナ物流網の強化（国際コンテナ戦略港湾政策の深化と加速） 国土交通省

インランドデポ等の活用によるコンテナラウンドユースの取組の促進

■コンテナターミナルの大水深化

■港湾の効率的かつ一体的な運営の促進

■国際コンテナ戦略港湾への集貨

国際コンテナ戦略港湾への集貨に対する支援措置モデル事業

国際基幹航路の寄港
の維持・拡大

京浜港における特例港湾運営会社の経営統合の実現及び経営統合された港湾運営会社に対する国の出資

阪神港における特例港湾運営会社の経営統合の実現
（阪神国際港湾株式会社の設立（平成26年10月））及び同

社に対する国の出資（平成26年12月）

効率的かつ一体的な港湾運営の実現

効率的かつ一体的な港湾運営の実現

流通加工機能等の集約の促進（創貨）

■国際コンテナ戦略港湾後背地への流通加工機能の集約

目標

国土交通省

空コンテナ輸送の削減による物流の効率化
（荷主の物流コスト低減、港に流入するトラッ
ク台数の削減による港における渋滞緩和等）
及び環境負荷低減

目標

国際コンテナ戦略港湾における大水深コンテナターミナルの整備（平成28年度までに12バース）



１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

２）コンテナ
ターミナル周
辺の課題に
対する取組

ア）コンテナターミナルのゲート前渋滞解消 国土交通省

ＮＡＣＣＳを活用したコンテナ搬出入手続の電子化の普及促進

コンテナ搬出入予約
制の制度設計の検
討（横浜港）

予約システムの構築
（横浜港）

試験運用（１年程度）を経て、本格運用（横浜港）

コンテナターミナルの新規供用をきっかけとしたターミナル再編、ヤード拡張等

他の港において予約制導入の検討

３）安定的か
つ安価な資
源・エネル
ギー等の輸
入の実現

ア）資源・エネルギー等の安定的かつ安価な輸入の実現に向けた効率的な海上輸送網の形成等 国土交通省
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（２）

イ）ニーズを踏まえたコンテナターミナルゲートオープン時間の延長 国土交通省

製造業の生産・出荷体制に応じたニーズ需要等を踏まえながら、荷主等へのサービス強化の観点から港湾運営の一環として取組を実施

コンテナターミナル
ゲートオープン時間の
早朝・夜間への拡大
や２４時間化

目標

資源・エネルギー等の安定的かつ安価な輸入の実現に
向けた効率的な海上輸送網の形成

船舶の大型化に対応した港湾施設の整備、岸壁、荷役機械等の整備に対する支援に係る取組、
潮位差利用による入出港の弾力化や夜間入港の制約要因の解消に向けた検討等の施策を実施

目標

コンテナターミナル周辺における渋滞解消

（特に渋滞が著しいコンテナターミナルにお
けるピーク時の待ち時間について、おおむ
ね半減を目指す）

目標



１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

４）貨物情報
の充実・活用
促進

ア）ＮＡＣＣＳとＣｏｌｉｎｓの機能統合による総合的物流情報プラットフォームとしての更なる機能の充実 国土交通省

総合的物流情報プ
ラットフォームとしての
更なる機能の充実

イ）ＮＡＣＣＳを活用したコンテナ搬出入手続の電子化の普及促進 国土交通省

仕様検討、プログラム開発等
次期
システム
供用開始

ＮＡＣＣＳを活用したコンテナ搬出入手続の電子化の普及活動

ＮＡＣＣＳを活用したコ
ンテナ搬出入手続の
電子化の普及

目標

目標

ウ）北東アジア物流情報サービスネットワーク（ＮＥＡＬ－ＮＥＴ）の構築とアジア地域等への展開（再掲） 国土交通省
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（２）

■共有情報の拡大

■対象港湾の拡大

平成24年度に引き続き、
日中韓におけるＮＥＡＬ－
ＮＥＴ対象港湾の順次拡大

日中韓とASEAN諸国等で
ＮＥＡＬ－ＮＥＴ対象港湾の拡大協議

ASEAN諸国等
の対象港湾の拡大協議、順次拡大

船舶以外の輸送モードに
係る貨物情報の共有協議

貨物情報順次共有

日中韓におけるＮＥＡＬ－ＮＥＴ対象港湾の更なる拡大

アジア地域等におけるＮＥＡＬ－ＮＥＴ
対象港湾の拡大及び共有情報の充実第５回日中韓物流大臣会合（平成26年、日本）

目標

ＮＥＡＬ－ＮＥＴ対象港湾のコンテ
ナ離着岸情報、港湾への搬出
入、船積み・卸しの情報の共有

第５回日中韓物流大臣会合時点の対象港湾 ： （日本）東京・横浜・大阪・神戸・川崎の計５港、
（中国）天津・青島・煙台を含む計１０港 、（韓国）釜山・仁川・光陽の計３港



１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

５）高規格幹
線道路網の
整備、高速道
路ネットワー
クの有効活
用の促進等

迅速かつ円滑な物流を実現し、立地競争力の強化にも資する物流
ネットワークを構築するために、三大都市圏環状道路をはじめとする
高規格幹線道路の整備、物流上重要な道路の区間に存ずる国際海
上コンテナ積載車両の通行支障区間の解消、枢要な空港・港湾へ
のアクセスの向上などを推進

ア）効率的な道路ネットワークの整備 国土交通省

順次、技術検証等を実施

順次、事業を実施

【参考】

○ 三大都市圏環状道路整備率

平成23年度末：56％ → 平成28年度末：約75％
○ 道路による都市間速達性の確保率

平成23年度末：46％ → 平成28年度末：約50％

イ）「次世代ITS」の推進

ＥＴＣ２．０を活用した道路交通情報の配信や収集したプローブによる経路の確認
等を推進するとともに、路側からの情報提供技術の連携・融合などによりITS技術
の高度化を推進することで、交通流円滑化や物流効率化を推進

ＩＴＳの推進、信号機の改良や交通管制システムの高度化等の交通安全施設等の整備

ウ）交通流対策の推進

交通の円滑化及び環境負荷の低減

順次、事業を実施

順次、所要の施策を実施

国土交通省

エ）スマートインターチェンジの整備 国土交通省

地域経済の活性化や渋滞の低減等を図るため、スマートインターチェンジ
の整備により、既存の高速道路ネットワークを有効活用

オ）大都市圏の渋滞ボトルネックの対策 国土交通省

深刻な渋滞の低減を図るため、関係者の意見を広く聴きながら、渋滞ボ
トルネック箇所等の交通障害箇所の抽出を行い、対策を推進

目標

目標

目標

目標

目標

警察庁
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（２）

※平成27年8月末現在78箇所で開通
73箇所で事業中（フル化事業中３箇所含む）



１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

６）航空物流
の利便性向

上

国土交通省ア）首都圏空港（成田国際空港・東京国際空港）の機能強化

イ）関西国際空港における貨物ハブ空港戦略の推進

ウ）中部国際空港の利活用の推進

オ・カ）オープンスカイの戦略的な推進と国際貨物チャーターの活用促進

25カ国・地域と
オープンスカイ合意

・

エアライン・チャーター
の要件緩和実施

オープンスカイを戦略的に推進
・

貨物チャータールールの適切な運用・活用促進

国土交通省

国土交通省

航空物流の
利便性向上

国土交通省

２期島における
貨物施設整備

貨物便着陸料割引制度の活用（最大３年間）

航空機関連部品等のシー＆エアー輸送の推進

利便性の高い貨物ネットワークの再構築

エ）那覇空港の機能強化 国土交通省

目標

8

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

我
が
国
の
立
地
競
争
力
強
化
に
向
け
た
物
流
イ
ン
フ
ラ
等
の
整
備
、
有
効
活
用
等

（２）

滑走路増設事業（～平成31年度）

Ｃｖ
年間発着枠を30万回に拡大
年間発着枠を44.7万回（う
ち国際線９万回）に拡大

Ｃ滑走路延伸部分の整備

成田

羽田

首都圏空港の機能強化方策の具体化に向けた協議・方策の実施

首都圏空港の機能強化方策の具体化に係る積極的な広報

双方向の対話 環
境
影
響
に

配
慮
し
た

方
策
の
策
定

施設整備

防音工事等

貨物便着陸料割引制度の活用（～平成28年度末（※））
※平成27年度中のコンセッションによる事業移管を目指しており、新たな運営権者による事業開始後の着陸料については、新たな運営権者の判断となる。

「集貨」・「創貨」・「通貨」の取組推進



１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

７）国内・国際
複合一貫輸
送の実現

エ）複合一貫輸送のさらなる効率化 国土交通省

12ftコンテナのSea & Rail、Rail-Sea-Railサービスの推進 / 貨物駅における積替施設の整備 /国際海上コンテナの鉄道輸送の推進

＜日韓間＞

第５回日中韓物流大臣会合

（平成26年、日本）で今後の方向性について合意＜日中間＞

パイロットプロジェクトの実施可能
性について、両国で情報交換、

共同研究
さらに、両国で検討し、協議

ア）日中韓のシャーシの相互通行による海陸一貫輸送の推進

イ）鉄道を活用した多様なコンテナ国際・国内複合一貫輸送の推進 国土交通省

多様な荷主ニーズに
対応した国際・国内複
合一貫輸送の推進

国土交通省

日韓のシャーシの相互通行の実施

所要の検討の実施

ウ）特殊車両の通行許可手続の円滑化に向けた検討 国土交通省

韓国や中国との間で実施され、又は検討されている
シャーシの相互運行等にも資することとなるよう、特殊車両
の通行許可手続の円滑化に関する検討を実施

物流効率化とともにモーダルシフトによる温室効果ガス排出削減にも寄与する複合一貫輸送ターミナルの整備を推進

効率的な国内・国際複
合一貫輸送の実現

目標

目標

目標

目標
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（２）
パイロットプロジェクトの拡大（期間の延長・航路の拡大等）

環境省

ハイキューブコンテナに対応した
低床貨車の開発・試験的導入

・インランドデポ活用など効率化手法の提案
・40ftコンテナの利用促進
・ハイキューブコンテナの利用促進の検討

・トンネルの高さ等による輸送区間制約の解
消の検討



１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

８）アジア物
流圏における
海上運送の
効率化

ア）海上輸送拠点の強化 国土交通省

東アジアの物流に関し立地環境等において優位性のある地域において、国際物流ターミナルの整備等を推進

東アジアの物流に関し、
迅速かつ低廉な輸送
体系の構築

ア）鉄道の輸送力増強、駅設備の近代化、積載率の向上 国土交通省

鉄道貨物輸送の競争力向上

貨物鉄道の老朽機関車・貨車にお
ける新製車両への更新率：
機関車：73.9％
貨車：89.1％

・大型コンテナ取扱駅の拡充 ・鉄道貨物駅のＥ＆Ｓ（着発線荷役方式）化 ・駅設備の近代化 ・老朽機関車・貨車の取替

鉄道･運輸機構の行う無利子貸付等の活用

ＩＴ－ＦＲＥＮＳの活用等による積載率の向上

目標

＜船舶管理会社を活用したグループ化の促進＞

地方運輸局等に設置した「船舶管理会社相談窓口」、セミナーの開催及び
国土交通省のホームページを活用して情報を発信

船舶管理に従事
する者を評価する
仕組みを構築

イ）内航海運の活用促進と輸送力強化のための基盤整備等の推進

船舶管理会社の活用によるメ
リットを具体的に提示しつつ、
グループ化、協業化を推進

国土交通省

目標

＜船舶共有建造制度＞

初期投資負担の軽減（共有比率：上限８０%）による、内航貨物船の代替建造等の支援

協業化の推進、環
境負荷の低減

目標

９）鉄道・内航
海運の基盤
整備等の推

進

目標

平成25年
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平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
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（２）
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１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

１０）資源の
有効活用に
つながる静脈
物流拠点の
整備

ア）リサイクルポート施策の推進 国土交通省

・循環資源の広域流動の拠点となる港湾をリサイクルポートに指定し、物流拠点整備を支援
・岸壁等の港湾施設の確保や官民連携の促進を実施

海上輸送による静脈
物流ネットワークを形
成し、循環型社会の構
築に寄与

目標

ア）通関関係書類の電子化・ペーパーレス化の促進 財務省

通関関係書類の電子
化・ペーパーレス化の
促進を通じた貿易の
円滑化

ＮＡＣＣＳを利用した
通関関係書類の電
磁的記録による関係
者間の受け渡しの実
施（平成25年10月）

次期ＮＡＣＣＳの稼動
（平成29年）

ＮＡＣＣＳの更新
（平成25年10月）

目標

１１）貿易円
滑化に向け
た取組
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（２）

貿易に関連する省庁への手続・民民間の貿易取引
における手続の電子化の推進

医薬品等輸出入手続
のNACCS業務への追
加
（平成26年11月）

電磁的記録により提
出できる減免戻し税
手続に関する書類の
対象範囲の拡大
（平成26年４月）

環境省

動植物検疫・食品輸
入監視システムのＮ
ＡＣＣＳへの統合
（平成25年10月）

EPA税率を適用する
ための原産品申告
書等の電子化（平成
27年１月）



１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

荷
主
・物
流
事
業
者
の
連
携
に
よ
る
物
流
の
効
率
化
と
事
業
の
構
造
改
善

１）荷主・物流
事業者間の
契約における
責任等の明
確化等

ア）荷主・物流事業者の連携による物流効率化

荷主と物流事業者の連携強化、荷主・物
流事業者の連携による物流の効率化

国土交通省

荷主と物流事業者が連携して実施する商慣習改善等の取組について事例を調査、選定

グリーン物流パートナーシップ会議において、事例を普及啓発

イ）トラック事業の運送引受時における運送契約に関する重要事項の書面化の推進 国土交通省

荷主と物流事業者等関係者間の連携による取組を支援

■共同輸配送への支援
ウ）共同輸配送の促進 国土交通省

目標

（３）

ア）貨物自動車運送事業法第64条における勧告制度の適切な運用
トラック事業者と荷主等との関係の
適正化を進め、事業の効率を確保国土交通省

関係通達の改正

荷主とのパートナーシップ
会議等を通じた広報啓発

適正取引相談窓口や「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」等の活用、広報・啓
発等の実施

目標

独占禁止法（物流特殊指定）及び下請法の周知及び執行

イ）物流に係る取引の適正化 公正取引委員会 物流に係る取引の適正化目標

２）非効率を
招く慣行の是
正に向けた
取組
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平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

環境省

経済産業省

トラック事業者と荷主等との関係の適正化を進
め、事業の効率を確保
書面化普及率： 40%程度 → 80%程度

目標

■異業種間の荷主と物流事業者のマッチングの推進

異業種間共同輸配
送に関するニーズ・
ポテンシャル調査

マッチングの仕組みの本格運用マッチングの仕組みの試行・改良

異業種間の荷主と物流事業者の
マッチングの仕組みの検討

共同輸配送の取組の増加
荷主における共同輸配送の取組率：

30.8%（平成24年度）→40%以上（平成29年度）

目標

関係省令及び標準運
送約款の改正

「トラック運送業におけ
る書面化推進ガイドラ
イン」の策定

適正取引相談窓口や「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」等の活用、広報・啓発
等の実施による定着の推進



１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

３）物流事業
における構造
改善の推進

ア）物流に係る統計データの蓄積
「貨物の出発点から
積み替えを経て到着
点までの流動（純流
動）」の把握

国土交通省

D第10回全国貨物純流動調査
（物流センサス2015）の実施

■全国貨物純流動調査

■東京都市圏物資流動調査

物資流動調査を継続
的に実施し、都市に
おける貨物流動の実
態の着実な把握

目標

目標

■自動車輸送統計調査

■自動車輸送統計調査

■内航船舶輸送統計調査

■港湾調査

改正品目分類案作成

改正品目分類案作成

改正品目分類案作成

新たな調査方法等を確立の上、総務省への申請、
内閣府統計委員会への答申等、統計調査の承認
手続きを行い、新調査に向けた体系的整備の実施

課題整理、整備方針
案の決定、（調査対
象）事業者へのヒア

リング等

調査の在り方に関す
る調査検討（他統計
や行政記録情報の活
用も含めた、調査方
法等の調査検討）

調査方法、集計事項等
の変更方針案の決定及
び予備的調査の実施

予備調査の結果を踏
まえた調査方法等の
方向性確立及び更な
る分析・検証を実施

1月調査分から、改正品目分類による調査・集計実施

統一した輸送貨物品目分類による、品目別
輸送量（輸送トン数、輸送トンキロ）の蓄積

総務省への申請、内
閣府統計委員会への
諮問等、統計調査の

承認手続

総務省への申請、内
閣府統計委員会への
諮問等、統計調査の

承認手続

4月調査分から、改正品目分類による調査・集計実施

4月調査分から、改正品目分類による調査・集計の実施

更なる分析・検証を踏
まえ、試験的な調査
の実施を検討

目標

目標

荷
主
・物
流
事
業
者
の
連
携
に
よ
る
物
流
の
効
率
化
と
事
業
の
構
造
改
善

（３）

東京都市圏物資
流動調査の実施

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

イ）物流事業者の業務効率化の促進等 国土交通省 現場レベルでの改善を
通じ、物流事業者の業
務効率化を促進

目標

順次他の物流事業者へ展開、運用の定着

荷主、物流事業者との連携による物流指標の検討

13



ＪＲ貨物の経営自立に向けた基盤強化

貨物鉄道の老朽機関車・貨車における
新製車両への更新率：
機関車：73.9％
貨車：89.1％

１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

３）物流事業
における構造
改善の推進

エ）ＪＲ貨物の経営安定化に向けた支援 国土交通省

鉄道･運輸機構の行う無利子貸付等の活用

老朽化した機関車・貨車の更新投資を促進するなど、ＪＲ貨物の経営安定化に向けた支援策を実施

ウ）新しい物流サービスの創出の促進

新しい物流サービスの
実現

目標

目標

荷
主
・物
流
事
業
者
の
連
携
に
よ
る
物
流
の
効
率
化
と
事
業
の
構
造
改
善

（３）

■宅配便運送サービスを利用した「手ぶら観光」の促進 国土交通省
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平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

■農林水産物・食品輸出の物流改善

農林水産物・食品輸
出の物流の改善

目標

国土交通省

「農林水産物・食品
の輸出に係る物流検
討会」を設置し、農林
水産物・食品輸出の
物流効率化・高品質
化、日本産品の販売
強化を検討

農林水産省

現状分析、方向
性･課題を検討

協議会
の設置

・共通ロゴマークの
公募・選定
・「手ぶら観光」を
ＰＲするＨＰの作成
・多言語による補助
媒体の作成 等

検討会
の設置

輸出戦略実行委員会物流部会において、農林水産物・食品の輸出における物流の改善について検討

更なる「手ぶら観光」の促進に向けた方策の検討・実施共通ロゴ
マーク、Ｈ
Ｐ、補助
媒体等の
運用開始



１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

４）鉄道輸送
サービスの改
善及び貨物
鉄道の利用
促進

ア）貨物鉄道輸送サービスの改善及び31ｆｔコンテナを利用した物流効率化の推進

物流ニーズに対応し
た鉄道利用の促進や
輸送障害における
サービス改善が実現
されることにより鉄道
輸送の競争力を向上

国土交通省

■12ｆｔ温度管理コンテナの実証事業

■31ｆｔコンテナの導入支援

鉄道輸送サービスの改善のため、低温物流にお
ける新しい温度管理コンテナの開発を推進

31ｆｔコンテナの導入
促進

■輸送障害時における情報提供体制の構築

鉄道輸送サービス
の改善のため、輸送
障害時においてＩＴ－
ＦＲＥＮＳを通じて、
利用運送事業者に
対し、遅延した列車
の到着予定時刻を
素早く情報提供する
体制を構築

・実証事業を踏まえ技術的課題及び収支採算性について検証
・事業展開が適切と判断される場合には導入拡大

支援による効果を踏まえ、支援制度の延長など支援の在り方を検討

目標

荷
主
・物
流
事
業
者
の
連
携
に
よ
る
物
流
の
効
率
化
と
事
業
の
構
造
改
善

（３） ＜船舶管理会社を活用したグループ化の促進＞

地方運輸局等に設置した「船舶管理会社相談窓口」、セミナーの開催及び
国土交通省のホームページを活用して情報を発信

船舶管理に従事
する者を評価する
仕組みを構築

オ）内航海運の活用促進と輸送力強化のための基盤整備等の推進（再掲）

船舶管理会社の活用によるメ
リットを具体的に提示しつつ、
グループ化、協業化を推進

国土交通省

目標

＜船舶共有建造制度＞

初期投資負担の軽減（共有比率：上限80%）による、内航貨物船の代替建造等の支援

協業化の推進、環
境負荷の低減

目標

３）物流事業
における構造
改善の推進
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平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

環境省



１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

６）物流施設
のハード・ソフ
ト面での整
備・改善

ア）臨海部の物流施設の更新・機能強化の推進 国土交通省

「国際競争流通業務拠
点整備事業」を創設

国際物流の結節地域における、物流拠点の整備・再整備を推進

＊：対象：特定都市再生緊急整備地域を核とする大都市圏における国際戦略港湾等
（京浜港、阪神港、名古屋港、博多港）周辺

土地区画整理事業等による物流拠点の整備推進

イ）物流拠点の整備推進

・臨海部の物流施設の更新・機能強化
・物流施設のハード面での整備

＜目標＞土地区画整理事業等により整
備された物流拠点の地区数 80地区

国土交通省

物流施設のハード面での整備・改善の促進
・物流総合効率化法の活用により、総合効率化計画の認定実績を拡大し、物流施設の高速道路ＩＣ周辺等における立地を促進
・より高機能な配送センター等を有するターミナル施設を整備

物流施設の形態やニーズに応じた柔軟な利用等を促進

ウ）幹線物流全般・都市圏における輸配送の効率化、３ＰＬの推進、環境負荷低減等に資する物流施設の整備 国土交通省

高速道路ＩＣ周辺等にお
ける物流施設の一層の
充実、トラックターミナル
の機能の一層の向上

目標

目標

荷
主
・物
流
事
業
者
の
連
携
に
よ
る
物
流
の
効
率
化
と
事
業
の
構
造
改
善

（３）

ア）3PL事業の促進による物流効率化の実現

総合的な流通業務を実施
する事業者割合の増加

国土交通省

3PL人材研修の継続的な実施

新たな物流ニーズに対応した3PL事業の担い手となる物流事業者の拡大に向けた取組を実施

目標

５）３PL事業
者の養成・振

興
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平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）



１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

７）安定的か
つ安価な原
材料輸入の
実現

大型船に対応した港湾機能の拠点的確保、企業間連携の促進等、ソフト・ハード一体となった総合的な施策を実施

ア）資源・エネルギー等の安定的かつ安価な輸入の実現に向けた効率的な海上輸送網の形成 国土交通省

荷
主
・物
流
事
業
者
の
連
携
に
よ
る
物
流
の
効
率
化
と
事
業
の
構
造
改
善

（３）

イ）貨物自動車運送事業者における安全性優良事業所（Ｇマーク）の認定取得の促進

安全性優良事業所（Ｇマーク）（約
18,000事業所）の大幅な増加を実
現するとともに、国民や荷主から
の評価を踏まえ、制度の拡充を
実施

国土交通省

■Ｇマーク広報啓発対策の推進

■Ｇマーク事業所に対するインセンティブの付与

・官民によるインセンティブの導入
・受委託点呼の導入（11月）
・安全性優良事業所からの意見を
踏まえた、長期・優良Ｇマーク事業
所の差異化の検討

・荷主とのパートナーシップ会
議等を通じた広報
・Ｇマーク事業所の安全性への
評価・公表

更なる広報啓発対策の推進

更なるインセンティブの検討

目標

８）車両の大
型化に向け
た環境整備と
安全性優良
事業所（G
マーク）の認
定取得促進

資源・エネルギー等の安定的かつ
安価な輸入の実現に向けた効率
的な海上輸送網の形成

目標

ア）貨物車が通行するのに望ましい経路の指定等 国土交通省

制度を逐次運用・ルートの選定のための基
礎データの収集等

・関係道路管理者との協議
等の立案プロセスを進め
た後に、国土交通大臣に
よる大型車が通行すべき
道路を指定

道路の老朽化等を踏まえた道路の適正な管理を図るため、
40ｆｔ背高コンテナの積載車両、４５ｆｔコンテナの積載車両
等が通行すべき道路の区間を国土交通大臣が指定すると
ともに、当該区間を利用しやすくするため、特殊車両の通
行許可手続を一元的に実施する枠組みを導入

目標
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平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

荷主間の連携による大型船を活用した共同輸送等の促進に係る関係法令の整備



１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

国
民
生
活
の
維
持
・発
展
を
支
え
る
物
流

１）食の安全
のための卸
売市場にお
ける品質管
理の徹底

安全・確実な物流の確保等に向け卸
売市場の機能強化を推進

中央卸売市場における施設設備を実
施する市場数：20市場

平成24年度に引き続き、強
い農業づくり交付金（卸売市
場施設整備対策）にて中央
卸売市場施設整備を推進

ア）卸売市場施設整備の推進（ニーズに対応した卸売市場の整備） 農林水産省

各業界における食品循環資源の再生利用
等実施率の目標達成
食品製造業 95％
食品卸売業 65％
食品小売業 51％
外食産業 40％

・商慣習の見直しに向けた取組を促進

ア）食品ロス削減の総合的な推進

ア）都市部の複合ビル等における共同輸配送等の促進

都市部の複合ビル等における
共同輸配送等の取組の増加

都市部の複合ビル等における荷主と物流事業者等関係者間の連携による取組を支援

グリーン物流パートナーシップ会議等を活用して優良事例を普及・啓発

国土交通省

農林水産省

２）物流の効
率低下につ
ながる取引慣
行を含めた物
流の現状把
握と課題解決

３）都市部に
おける物流マ
ネジメント等
の促進

平成29年までに中央卸売市場において、下記施策を実施
【国民生活の維持・発展を支える物流】
○ニーズに対応した卸売市場の整備
①コールドチェーンシステムの確立及び品質・衛生管理を図るため閉鎖型の低温売場
施設、温度管理型倉庫等の整備
②カット加工・小分け包装などへの対応するための加工処理高度化施設の整備
③生産情報、価格情報、商品ニーズ等を把握するための情報処理施設の整備
④産地や小売店の大型化に対応するための買荷保管。積込施設等の整備

目標

目標

目標

（４）

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

環境省

経済産業省

再配達の削減

再配達削減に向けた方策の検討

イ）インターネット通販市場の拡大に伴う宅配便の再配達増加への対応

目標

国土交通省

再配達に関する現状把握
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１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

４）｢買い物弱
者問題｣への
対応

■情報発信・共有の強化

・各地域の先進事例やベストプラクティスのほか、国や地方自治体の支援策等を
サイト及び説明会等で発信・共有

・ネットワークでの情報共有や交流及び説明会等を通じて地方自治体・商店街等
と小売業者・NPO等とのマッチングを推進

■買い物環境の改善に向けた仕組みづくりへの支援

地域の小売業者やNPO等多様なプレイヤーで構成する協議会の設置、異業種との新結合をはじめとする買い物環境の改善に向けた
仕組みづくり等を支援することにより、地域の特性に応じたベストプラクティスを創出

買い物弱者問題の改善に向けた地域の自立的な取組を促
進するための持続的なネットワーク等を構築
食料品の買い物が困難・不便な住民に対して対策が採られ
ている市区町村の割合：85％

食料品アクセス
問題ポータルサ
イトの充実

ア）「買い物弱者問題」の改善

■先進事例等の情報収集

地方自治体や民間事業者等による先進事例等の情報を収集

農林水産省

農林水産省

農林水産省

目標

経済産業省

３）都市部に
おける物流マ
ネジメント等
の促進

条例により、荷捌き駐車施設の設置を義務付ける地方公共団体の増加

各種会議等を通じて、荷捌き駐車施設の設置を義務付ける条例制定について働きかけ

ウ）建築物への荷捌き駐車施設の設置義務化の促進

目標

イ）より良好な駐車秩序の確立

荷捌き駐車施設等の積極的な整備、きめ細かな駐車規制、違法駐車の取締り等のハード・ソフト一体となった駐車対策の推進

交通渋滞の緩和及び環境負荷の低減

国土交通省

目標

警察庁

国
民
生
活
の
維
持
・発
展
を
支
え
る
物
流

（４） 国土交通省

物流の効率化と環境負荷の低減の両立を目指した貨
物車交通マネジメントに関する制度などの全体的な枠
組みについて、国際比較を含めた検討を行うとともに、
取りまとめられた成果の普及啓発や導入の促進を実施

目標

国土交通省

エ）貨物車交通のマネジメントの推進
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平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

世界道路会議における研究プロジェクトへの協力等

これらの成果の普及啓発・導入促進
新道路技術会議において採択された研究プロジェクトの学識者による実施

・食料品アクセス
問題ポータルサイ
トの改装、拡充

・関係者との情報
共有ネットワーク
の構築

経済産業省

経済産業省



１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

離島航路等の維持・活性化

有人離島のうち航路が就航されて
いる離島の割合：68％

初期投資負担の軽減（共有比率：90%）による、離島航路維持・活性化に資する船舶の建造支援

ア）離島交通の安定的確保

５）条件不利
地域等にお
ける輸送網
の確保・維持

離島航路における船舶の就航率の向上や船舶の大型化に対応するための防波堤や岸壁の整備等の推進

離島における住民生活
の安定・安全を確保

目標

目標

イ）物流事業者と地方自治体等の連携による輸送網確保についての取組促進 国土交通省

国土交通省

国
民
生
活
の
維
持
・発
展
を
支
え
る
物
流

（４）

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

具体的な対応方策について検討・実施

過疎地等における事業者と
ＮＰＯ等の協働による宅配
サービスの維持・改善や買
い物難民支援等にも役立つ
新たな輸送システムの構築

目標

「地域を支える持続
可能な物流システ
ムのあり方に関す
る検討会」を開催し、
今後の過疎地等に
おける持続可能な
物流体系のあり方
についての具体的
なビジョンを取りま
とめる

モデル事業の実施

行政、物流関係団体、
物流事業者が参加す
る委員会で検討開始

物
流
を
支
え
る

人
材
の
確
保
・育
成

１）物流現場
を支えるト
ラック運転手、
船員の確保・
育成

（５） ア）物流の多様な現場を支える人材の確保・育成

物流分野における労働力不足対策の推進

・労働力不足に起因する輸送能力不足を発生
させず、物流サービスを安定的に確保する

・物流サービスの労働生産性の向上を図り、
労働者の待遇の改善と物流コストの大幅な上
昇の抑制の両立を図る。

目標
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国土交通省



各種安全対策や適正取引の推進などにより、必
要なトラック運転手の確保が可能となるよう、ト
ラック事業の経営環境を改善

１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

物
流
を
支
え
る
人
材
の
確
保
・育
成

１）物流現場
を支えるト
ラック運転手、
船員の確保・
育成

（５）

ASVの購入補助

■ ASV技術等を活用した大型トラックの車両安全対策

ASV（衝突被害軽減ブレーキ）の新型車への
装備義務付け開始・対象車種の順次拡大

ASV（衝突被害軽減ブレーキ）の装
備義務付け対象車種拡大の検討

国土交通省

■貨物自動車運送事業者における安全性優良事業所（Ｇマーク）の認定取得の促進

・Ｇマーク広報啓発対策の推進

・Ｇマーク事業所に対するインセンティブの付与

・官民によるインセンティブの
導入
・受委託点呼の導入（11月）
・安全性優良事業所からの意
見を踏まえた、長期・優良Ｇ
マーク事業所の差異化の検討

・荷主とのパートナーシップ会
議等を通じた広報
・Ｇマーク事業所の安全性への
評価・公表

イ）トラック運転手の確保・育成

目標

■貨物自動車運送事業の輸送の安全性向上

・運行管理制度の徹底

・監査の充実

・５両未満事業者の運行
管理者選任の義務化

・デジタル式運行記録計
等の普及促進 等

法令遵守の徹底、更なる安全性向上施策の検討

・国際海上コンテナの陸上運送における安全確保

法令遵守の徹底、更なる安全性向上施策の検討
・悪質な事業者への集中
的な監査
・厳格な処分の実施 等

・「国際海上コンテナの陸
上における安全輸送ガイ
ドライン」に基づく取組の
実施 等

フォローアップの実施、更なる安全性向上施策の検討

ASV（衝突被害軽減ブ
レーキ）の継続生産車へ
の装備義務付け開始・
対象車種の順次拡大

ASVの購入補助による更なる普及拡大の検討

更なる広報啓発対策の推進

更なるインセンティブの検討

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）
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各種安全対策や適正取引の推進などにより、必
要なトラック運転手の確保が可能となるよう、ト
ラック事業の経営環境を改善

１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

物
流
を
支
え
る
人
材
の
確
保
・育
成

（５）

目標

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

・トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドラインの改正

ガイドライン改
正に向けた検
討・パブコメ

ガイドラインの改正

長距離輸送における長時間労働の解消など、働きやすい環境の整備（多様な勤務形態の導入等）
に向けた調査検討

・労働環境の整備等を行うことにより、業界イメージを改善

・ドライバースキルの「見える化」の具体的枠組みを検討し、キャリアアッププランを提示

・学校等との連携の強化により若年層へのアピールの強化

・トラガールサイトの開設や経営者に対する啓発強化を行うことにより女性の活用を促進

全ト協・地ト協において、制度構築に係る議論の場を設置・検討

運輸局・地ト協の共催により、小中高校への学校訪問、出前講座を開催

トラガールサ
イトの開設

優良事例
の収集、
パンフレッ
ト作成

自動車局HPの強化

メディア等を通じた積極的情報発信

業界等において、経営者を対象とした各種セミナー等の機会に、
パンフレットの周知・説明 ／ 必要に応じて改訂

有
識
者
懇
談
会
に
お
い
て
検
討

トラック運転手の確保・育成（女性のトラック運転手数については
平成32年までに倍増を目標とする（対平成25年比）。）

目標

■トラック運転手の確保・育成に向けた官民連携による取組

■トラック事業の適正取引の推進等

・運送契約の書面化の推進

１）物流現場
を支えるト
ラック運転手、
船員の確保・
育成

22

関係省令及び標準運
送約款の改正

「トラック運送業におけ
る書面化推進ガイドラ
イン」の策定

適正取引相談窓口や「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」等の活用、広報・啓発
等の実施による定着の推進



１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

物
流
を
支
え
る
人
材
の
確
保
・育
成

１）物流現場
を支えるト
ラック運転手、
船員の確保・
育成

ウ）船員の確保・育成

海上輸送の人的基盤（ヒューマンインフラ）である船
員を今後とも安定的に確保するため、高齢船員退職

規模に見合う採用者数の水準を確保

日本船舶・船員確保計画の推進による継続的な事業者支援

「海の日」や「海の月間」等の機会を通じた練習船の一般公開、海事施設見学会や職場体験会等により青少年を中心に海への
興味・関心を喚起し、海の仕事の魅力や重要性について認識を深めてもらうための継続的な取組の推進

ア）物流関連の資格・認定制度の改善・充実

イ）3PL事業の促進による物流効率化の実現

関係業界と連携して3PLに関
する講習を実施

3PL人材研修の継続的な実施

国土交通省

国土交通省

国土交通省

２）物流技術・
技能の習熟
度認定資格
制度の充実

３）中小物流
事業者にお
ける人材育
成の推進

目標

目標

ア）資格講座等を通じた物流人材育成の促進 国土交通省

現状の各関係制度の整理 制度の周知

物流に携わる人材の
育成に資する資格制
度の充実

新たな資格制度のニーズ把握・対応の検討

セミナー等への講師
派遣などの支援

セミナー等への講師
派遣などの支援

セミナー等への講師
派遣などの支援

セミナー等への講師
派遣などの支援

セミナー等への講師
派遣などの支援

セミナー受講者から
フィードバックを収集

講義内容等の見直し/充実

中小物流事業者における
高い物流専門知識を有す
る人材の継続的な育成

目標

目標

講義内容等の見直し/充実講義内容等の見直し/充実講義内容等の見直し/充実

（５）

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

新たな物流ニーズに対応した3PL事業の担い手となる物流事業者の拡大に向けた取組を実施
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１．産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組

ア）物流に関する知識の普及啓発

５）国民各層
における物流
知識の普及
啓発

４）荷主にお
ける物流に精
通した人材の
育成

物流の動向分析

■出前講座

国土交通省のホームページ等で出前講座について周知

■現場見学会等の充実

民間団体等と連携し、現場見学会等の活性化方
策について検討 民間団体等と連携し、現場見学会等を実施

国民各層への物流に対する認
識の浸透

国土交通省

・講演の実施

・大学への寄付講座、
キャリア講座の協力

・自治体職員、事業
者等を対象とした物
流研修

物流の動向分析

・講演の実施

・大学への寄付講座、
キャリア講座の協力

・自治体職員、事業
者等を対象とした物
流研修

物流の動向分析

・講演の実施

・大学への寄付講座、
キャリア講座の協力

・自治体職員、事業
者等を対象とした物
流研修

物流の動向分析

・講演の実施

・大学への寄付講座、
キャリア講座の協力

・自治体職員、事業
者等を対象とした物
流研修

物流の動向分析

・講演の実施

・大学への寄付講座、
キャリア講座の協力

・自治体職員、事業
者等を対象とした物
流研修

メニュー
改善

メニュー
改善

メニュー
改善

メニュー
改善

課題を踏まえ、メニューの充実/改善

物
流
を
支
え
る
人
材
の
確
保
・育
成

（５）

目標

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

ア）物流技術管理士資格制度等による荷主における物流人材の育成

物流技術管理士資格制度の普及

荷主における物流人材育成を促進
物流管理水準の向上

経済産業省

目標

我が国の人材育成ノウハウをアジア諸国等に提供
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２．さらなる環境負荷の低減に向けた取組



２．さらなる環境負荷の低減に向けた取組

１）省エネ法
による取組促
進と活用

２）道路ネット
ワークの整備
と貨物車によ
る効率的輸
送の環境整

備

■省エネ改善率（①特定貨物輸送事業者、②特定航空輸送事業者、③特定荷主）

ア）省エネ法の特定荷主及び特定輸送事業者の支援並びに省エネ法スキームの活用等

順次、事業を実施

ア）環境負荷の低減に資する道路整備

【参考】○ 三大都市圏環状道路整備率
平成23年度末：56％ → 平成28年度末：約75％

○ 道路による都市間速達性の確保率
平成22年度末：46％ → 平成28年度末：約50％

○ 開かずの踏切等の踏切遮断による損失時間
平成23年度末：128万人・時／日 → 平成28年度末：約121万人・時／日

円滑な貨物車交通を図り、環境負荷の少な
い物流を実現するため、環状道路やバイパ
ス道路の整備、交差点の立体化、開かずの
踏切の解消等の渋滞対策を推進

エ）貨物車交通のマネジメントの推進（再掲）

物流の効率化と環境負荷の低減の両立を目指した貨物車交通マネジメ
ントに関する制度などの全体的な枠組みについて、国際比較を含めた
検討を行い、取りまとめられた成果の普及啓発や導入の促進を実施

オ）貨物車による輸送効率性の向上に向けた環境整備

国土交通大臣による大型車が通行
すべき道路の指定

欧州等と同様の車両が円滑に通行する際の課題を検討・整理し、可能なものから順次実施

国土交通大臣が指定する大型車が通行すべき区間において、欧州等と同様の車両が円滑に
通行することを視野に、十分な道路構造の確保、それを踏まえた道路の通行に係る重量規制
の見直し等を行うことによって、貨物車が通行する経路の環境整備を図るための検討を実施

ウ）交通流対策の推進（再掲）

ＩＴＳの推進、信号機の改良や交通管制システムの高度化等の交通安全施設等の整備

国土交通省

国土交通省

国土交通省

順次、技術検証等を実施

イ）「次世代ITS」の推進

ＥＴＣ２．０を活用した道路情報等の配信や収集したプローブによる経路の確認等
を推進するとともに、路側からの情報提供技術の連携・融合などによりITS技術の
高度化を推進することで、交通流円滑化や物流効率化を推進

国土交通省

目標

目標

目標

目標

警察庁

エネルギー消費原単位を中長期的にみて年平均１%以上低減

エネルギー消費原単位を中長期的にみて年平均１%以上低減

国土交通省 経済産業省

目標

交通の円滑化及び環境負荷の低減
平成32年度までに実施した事業により短縮されていると推計さ
れる対策実施箇所の通過時間： 約５千万人時間/年短縮

目標
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平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

世界道路会議における研究プロジェクトへの協力等
これらの成果の普及啓発・導入促進

新道路技術会議において採択された研究プロジェクトの学識者による実施



２．さらなる環境負荷の低減に向けた取組

３）モーダル
シフトの推進
及び大量輸
送モードの輸
送力強化

ア）モーダルシフト促進のための各種取組の推進

荷主と物流事業者の連携による取組を支援

■モーダルシフトへの支援

■グリーン物流パートナーシップ会議の推進

優良事業者の表彰や事例紹介等による普及・啓発

国土交通省

国土交通省 経済産業省

■複合一貫輸送ターミナルの整備によるモーダルシフトの促進 国土交通省

物流効率化とともにモーダルシフトによる温室効果ガス排出削減にも寄与する複合一貫輸送ターミナルの整備を推進

■鉄道へのモーダルシフト推進のための輸送力の強化及び利用促進

老朽機関車・貨車の取替

鉄道･運輸機構の無利子貸付等の活用

荷主に対する最適なサービスの提供

エコレールマーク制度による鉄道貨物の認知度向上

ＪＲ貨物、利用運送事業者や荷主企業と共同で物流効率化に取り組む「ソリューション活動」の強化

一般消費者を含めた環境にやさしい鉄道貨物輸送の周知

国土交通省

■海上交通低炭素化促進事業

船舶の省エネ化に資す
る改造等に対する補助

■船舶共有建造制度

初期投資負担の軽減（共有比率：上限80%）による、スーパーエコシップ、16％CO2排出削減船等の環境にやさしい船舶の建造支援

環境負荷の低い内航海運・フェ
リーの更なる低炭素化、省エネ
化、低公害化の推進、選択され

る環境産業への転換

目標国土交通省

国土交通省
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平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

■エコシップ・モーダルシフト事業

モーダルシフト推進のための普及啓発

国土交通省

モーダルシフトの取組の増加
荷主におけるモーダルシフトの取組率：

31.3%（平成24年度）→40%以上（平成29年度）

目標

輸送障害に強い鉄道貨物輸送体系の構築

関係者の連携による輸送障害に強い輸送体系の構築



２．さらなる環境負荷の低減に向けた取組

３）モーダル
シフトの推進
及び大量輸
送モードの輸
送力強化

■都市鉄道等の旅客鉄道を利用した新たな物流システム構築 国土交通省

28

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

・CO２排出量の削減
・労働力不足の解消

目標

物流システムの構築・検討 物流システムの構築・検討

環境省



２．さらなる環境負荷の低減に向けた取組

４）輸配送に
おける共同化
の促進

ア）共同輸配送の促進（再掲）

荷主と物流事業者等関係者間の連携による取組を支援

■共同輸配送への支援

国土交通省

イ）トラック輸送における省エネ化、低公害化の促進

■環境対応車の導入支援

■エコドライブ等の普及・推進

■幹線輸送への大型ＣＮＧトラックの導入促進

環境対応車の導入を行うトラック事業者等を支援

次世代自動車の普及割合
平成29年度までに17％以上

トラック事業者のエコドライブ等の普及・推進

幹線輸送への大型ＣＮＧトラックの導入促進

特定貨物輸送事業者の省エ
ネ改善率 前年度比－１％

次世代自動車の普及割合
平成29年度までに17％以上

目標

目標

目標

５）各輸送
モード等にお
ける省エネ化
等及び環境
負荷低減の
推進

国土交通省

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

環境省

環境省

国土交通省

国土交通省

物流効率化及び環境負
荷の低減

ア）荷主による物流効率化と環境負荷低減の促進

荷主による物流業務の自動化と拠点集約を含めた新たな物流システムの構築を促進

経済産業省

目標

共同輸配送の取組の増加
荷主における共同輸配送の取組率：

30.8%（平成24年度）→40%以上（平成29年度）

目標■異業種間の荷主と物流事業者のマッチングの推進

異業種間共同輸配
送に関するニーズ・
ポテンシャル調査

マッチングの仕組みの本格運用マッチングの仕組みの試行・改良

異業種間の荷主と物流事業者の
マッチングの仕組みの検討

29



２．さらなる環境負荷の低減に向けた取組

５）各輸送
モード等にお
ける省エネ化
等及び環境
負荷低減の
推進

カ）港湾における総合的低炭素化施策の推進

キ）貨物鉄道輸送の更なる省エネ化
■新型省エネ機関車の導入の推進

省エネ効果が認められ
る新型省エネ機関車の
導入費用の補助を利用
することで、環境に優し
い鉄道貨物輸送の更な
る省エネ化を推進

環境に優しい貨物鉄道輸送の更なる省エネ化を推進

貨物鉄道輸送のCO2原単位の更なる削減

国土交通省

・港湾活動に使用する荷役機械等の省エネルギー化の推進
・風力発電等の再生可能エネルギーの利活用の推進
・CO2の吸収源拡大の取組の推進

港湾活動に伴う温室効果ガス排出量の削減

オ）モーダルシフト促進のための各種取組の推進（一部再掲）

国土交通省

目標

目標

ウ）国際海運からの省エネ・省CO2対策（次世代海洋環境技術開発支援事業及び国際的枠組み作り）
・船舶の革新的省エネ技術等の研究開発支援（平成25年度～平成29年度の5ヶ年事業）
・IMO（国際海事機構）における国際的枠組み作りに関する議論を主導

エ）天然ガス燃料船の普及促進

国際基準・標準化等天然ガス燃料船の普及促進

船舶の省エネ化、低公害化及び天然
ガス等へのエネルギー転換を促進

国土交通省

国土交通省
目標

国土交通省
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平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

統計精度を確保した
内航海運の燃料消
費量の蓄積

■内航船舶輸送統計における燃料消費量の精度向上

4月調査分から、燃料消費量
の精度も含めた標本設計によ
る調査を実施

内航海運の構造把握（母
集団調査の実施）及び標
本設計変更に係る検討

総務省への申請、内閣府
統計委員会への諮問等、
統計調査の承認手続

目標

■海上交通低炭素化促進事業

船舶の省エネ化に資す
る改造等に対する補助

■船舶共有建造制度

初期投資負担の軽減（共有比率：上限80%）による、スーパーエコシップ、16％CO2排出削減船等の環境にやさしい船舶の建造支援

環境負荷の低い内航海運・フェ
リーの更なる低炭素化、省エネ
化、低公害化の推進、選択され

る環境産業への転換

目標

■エコシップ・モーダルシフト事業
モーダルシフト推進のための普及啓発

モーダルシフトの取組の増加
荷主におけるモーダルシフトの取組率：

31.3%（平成24年度）→40%以上（平成29年度）

目標

環境省



２．さらなる環境負荷の低減に向けた取組

５）各輸送
モード等にお
ける省エネ化
等及び環境
負荷低減の
推進

ケ）物流施設の低炭素化の推進
■物流総合効率化法の活用

■物流施設の低炭素化事業

物流施設の低炭素化に資する設備に対して導入支援を実施

物流施設のハード面での整備・改善の促進
・物流総合効率化法の活用により、総合効率化計画の認定実績を拡大し、物流施設の高速道路ＩＣ周辺等における立地を促進

物流総合効率化法や支援事業を活用し、物
流施設の更なる低炭素化を推進

コ）グリーン経営認証制度の普及拡大

①認知度向上、理解増進、認証取得促進

（地方運輸局等による講習会の開催、ポス
ター・パンフレット等の配布）
②認証取得事業者の取組の支援

（低公害車普及促進対策費補助制度にお
ける補助要件の緩和等）

（公財）交通エコロジー・モビリティ財団と連携し、
更なる制度の普及拡大に向けた活動の実施

トラック、バス、タクシー、内航海運、
旅客船、港湾運送及び倉庫の全事業

者の10％の認証取得

サ）グリーン物流パートナーシップ会議の推進

優良事業者の表彰や事例紹介等による普及・啓発

ア）物流施設の低GWP・ノンフロン化の促進
自然冷媒冷凍機の導入促進の取組を継続的に実施

グリーン物流パートナーシップ会議
会員数の増加：3500者

冷蔵倉庫における自然冷媒の
冷凍・冷蔵機の使用率の向上

６）物流施設
のＣＯ２排出
量の削減

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

経済産業省

ク）エコレールラインプロジェクト事業
■鉄道関連施設等低炭素化促進事業（補助事業）

鉄軌道駅やトンネル、変電所等への再生可能エネルギー発電設備、蓄電池、高効率照明・空調等の導入を補助

■鉄道車両低炭素化促進事業（補助事業）

温室効果ガスの削減効果の高い車両の導入、ＶＶＶＦ制御装置や回生ブレーキ等の設備導入を補助

■低炭素型リニアメトロの走行等安定性検証事業（実証事業）

リニアモーターとリアクションプレートの隙間の縮小等による温室効果ガスの削
減効果並びに安全性・安定性等について、営業路線を使用し実走行にて検証

集中的にエコレールラインプロジェクトを進め
ることで鉄道分野の更なる省エネ化・低炭素
化を実現

環境省

目標

目標

目標

目標

目標 31

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

環境省

環境省

国土交通省



３．安全・安心の確保に向けた取組



３．安全・安心の確保に向けた取組

物
流
に
お
け
る
災
害
対
策

１）交通インフ
ラ等機能の
早期回復可
能な仕組み
の検討・実施

ア）道路の防災・震災対策 国土交通省

緊急輸送道路等における橋梁の耐震補強や代替路の
整備を推進するほか、東日本大震災の経験を踏まえ、
津波被害の想定されるエリアにおいて早期の道路啓開
を実現するための計画策定など、道路の防災・減災対
策を推進

順次、事業を実施

ウ）港湾施設等の耐震・耐津波性能の強化等による防災・減災対策の推進 国土交通省

※巨大な人口・機能が集積する大都市圏の湾域の港湾の防潮堤に
おいては、地域の実情等を勘案しつつ、比較的発生頻度の高い一
定程度の津波を超える津波を想定した防護水準の確保を検討

切迫する東海・東南海・南海地震、首都直下地震等巨大
地震への対応を強力に推進することにより、国民の命と
暮らしを守りつつ、我が国における産業の立地・投資環
境の信頼性を向上させ、成長力を強化

・粘り強い防波堤、防潮堤の整備の推進
・防波堤・防潮堤を組み合わせた多重防護の推進
・海岸保全施設の耐震化の推進
・耐震強化岸壁の整備の推進
・荷さばき地、臨港道路の液状化対策の推進

目標

目標

災害発生時の迅速な道路啓開を円滑に進める
ため、民間団体と道路管理者との協定締結

道路管理者等の連携による協議会の枠組みを設
け、道路啓開路線を選定

イ）迅速な道路啓開のための官民での取組の推進 国土交通省

・道路啓開のための協定締結の推進

・道路管理者等の連携による効果的な管理のための協議会の設置（１）
目標

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

切迫する東海・東南海・南海地震、首都直下地震等巨大地震への対応
を強力に推進することにより、国民の命と暮らしを守りつつ、我が国にお
ける産業の立地・投資環境の信頼性を向上させ、成長力を強化

目標

順次、取組を推進

エ）災害時における港湾機能の維持・早期復旧
■関係者が連携した航路啓開等に係る取組の推進

国土交通省

33

港湾ＢＣＰの策定の促進

■関係者の連携による港湾ＢＣＰの策定の促進



３．安全・安心の確保に向けた取組

１）交通インフ
ラ等機能の
早期回復可
能な仕組み
の検討・実施

カ）卸売市場施設整備の推進（安全・安心に向けた卸売市場の整備） 農林水産省

キ）災害時の水産物流通機能の確保 農林水産省

陸揚げ岸壁が耐震化された水産物の流通拠点漁港の割合を
20%（平成21年）→おおむね65%（平成28年）

水産物の流通拠点となる漁港において、陸揚げ岸壁の耐震化等を重点的に実施

目標

オ）鉄道施設の耐震対策の推進 国土交通省

耐震対策の一層推進

阪神・淡路大震災及び東日本大震災害を踏
まえ、また、防災・減災対策の強化が喫緊の
課題となっている首都直下地震・南海トラフ
地震対策等に備えて、より多くの鉄道利用者
の安全確保や、一時避難場所や緊急輸送
道路の確保等の公共的機能も考慮し、主要
駅や高架橋等の耐震対策を一層推進

目標

物
流
に
お
け
る
災
害
対
策

（１）

平成24年度に引き続き、強い
農業づくり交付金（卸売市場
施設整備対策）にて中央卸売
市場施設整備を推進

平成29年までに中央卸売市場において、下記施策を実施
【安全・確実な物流の確保等】
＜物流における災害対策＞
○安全・安心に向けた卸売市場の整備
・卸売市場施設の耐震化への支援を実施
・引き続き、生鮮食品等の流通において社会的なインフラである卸売市場整備を実施

ク）緊急輸送道路等の沿道建築物の耐震化の促進 国土交通省

改正耐震改修促進法
の施行

緊急輸送道路等の沿道建築物の耐震化に係る支援

地震時の緊急輸送
道路等の機能確保

目標

安全・確実な物流の確保等に向け卸売
市場の機能強化を推進

中央卸売市場における施設設備を実施
する市場数：20市場

目標

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

34



３．安全・安心の確保に向けた取組

２）被災時の
海上輸送広
域連携体制
の確立

大規模災害時の船舶
の活用等に関する調
査検討会の開催

イ）緊急輸送活動等に船舶を活用するための環境整備推進 国土交通省

大規模災害時の船舶活用の促進

ア）広域的な復旧・復興体制や物流の代替性の確保 国土交通省

港湾広域防災協議会の設
置、連携方針取りまとめ

大規模災害発生時の代替輸送ルートの想定、被災地以外の港湾における
バックアップ体制等の調査・検討等を実施し、今後必要な取組について検討を実施

連携方針に基づく実施方策について引き続き協議、必要に応じて方針を見直し

切迫する東海・東南海・南海地
震、首都直下地震等巨大地震
への対応を強力に推進すること
により、国民の命と暮らしを守り
つつ、我が国における産業の
立地・投資環境の信頼性を向
上させ、成長力を強化

目標

目標

物
流
に
お
け
る
災
害
対
策

（１）

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

活用可能な船舶を迅速
に選定するプログラム
の構築

災害時の船舶活用の円
滑化の具体的方策に関
する調査検討会の開催

災害時の船舶の円滑な活用のための環境整備の推進

35



３．安全・安心の確保に向けた取組

物
流
に
お
け
る
災
害
対
策

（１）

ア）災害に強い物流システムの構築（円滑な支援物資物流の確保） 国土交通省

３）災害に備
えた支援物
資オペレー
ションの整備
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平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

４）BCP（業務
継続計画）策
定支援と実践
的な訓練の
促進

災害時における鉄道貨物輸送の機能維持を
図るとともに災害に強い鉄道輸送を構築

ア）災害に強い物流システムの構築（災害時におけるサプライチェーンの確保） 国土交通省

＜ＢＣＰ策定を促進＞

貨物鉄道事業者におけるＢＣＰの策定及び深度化
を促進

＜「分散化・複線化」によるリンダンシー＞

荷主企業に対し物流業務の「分散化・複線化」に
よるリダンダンシー確保の観点から、ＪＲ貨物や物
流事業者団体を通じて鉄道利用を提案

荷主企業においても、鉄道と他モードとの物
流の複線化を図ることにより、物流機能確
保が図られ、維持が可能な物流システムを
構築

【鉄道】

目標

目標

・輸送手段の代替性向上
・物流事業者のBCPの策定促進

・代替輸送の確保に関
する課題収集
・物流事業者による
BCP作成に当たっての
課題収集

・BCPの事例集の作
成・公表
・荷主と物流事業者
が連携したBCP策定
のためのガイドライン
等の周知
・災害物流に関する
研修の実施

・BCPの事例収集
・災害時における代替
輸送の確保を含む荷
主と物流事業者が連
携したBCPの検討
・災害物流に関する研
修の実施

・物流事業者のBCPの普及、訓練実施の促進

【各モード共通】

目標

災害物流研修の創設

災害に強い物流システムの構築に関する協議会等の開催

・全都道府県における民間物資拠点のリストアップ
・平成24年度時点の支援物資の保管に関する協定締結数を倍以上に増加
･支援物資物流における多様な輸送手段の連携体制の構築

・民間物資拠点の追加選定･見直し ･官民の協力協定締結の推進

目標

広域物資拠点開設･運
営ハンドブックの作成
及び関連した訓練の
実施

災害発生時に、より有効なマニュアルとなるよう訓練等も踏まえ見直しを引き続き実施

・多様な輸送手段の
活用の検討

･広域的な地域にお
ける想定シナリオに
基づく訓練の実施

多様な輸送手段の活用による支援物資輸送について継続して検討実施

地方自治体職員、民間物流事業者等に対して取組の成果を共有

イ）貨物鉄道事業者のBCP策定の促進 国土交通省

経済産業省



・国内需要約４日分を蔵置（実
施済）

３．安全・安心の確保に向けた取組

物
流
に
お
け
る
災
害
対
策

（１）

ア）災害時の石油供給の確保 経済産業省

５）非常時の
エネルギー供
給の仕組み
構築
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平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

①災害時石油供給連携計画

・計画策定・経済産業大
臣への届出（実施済）

・訓練の実施、訓練結果
を踏まえた見直し

訓練の定期的な実施、訓練結果を踏まえ必要に応じて見直しを実施

コンビナート総点検の実施 コンビナート総点検結果等を踏まえた製油所等の強靱化対策の促進

中核給油所（中核ＳＳ）の全国整備

※緊急通行車両確認標章を掲出する車両等
が優先給油の対象

ＬＰガス中核充填所の
全国整備

製油所における最低限度の災害時供給機能の確保

②石油製品国家備蓄の増強

③製油所・ＳＳ等の災害対応能力強化

石油製品国家備蓄の地域間の蔵置量バランスを整える

災害時の石油
供給の確保

目標



３．安全・安心の確保に向けた取組

６）港湾にお
ける災害対
応力の強化

ア）災害時における港湾機能の維持・早期復旧（一部再掲）

国土交通省

■緊急確保航路の指定

■護岸等港湾施設の適切な維持管理の促進

区域の指定 現地調査、浚渫

区域の指定

対象施設の指定、
関係者周知

災害時の運用に関する関係者調整

災害時の運用に関する
関係者調整

■大型船舶の待避場所の確保

製油所における最低限度の災害時供給機能の確保

■製油所等の災害対応能力強化

コンビナート総点
検の実施

コンビナート総点検結果等を踏まえた製油所等の強靱化対策の促進

災害時における石
油供給の確保

切迫する東海・東南海・南海地震、首都直下地震等
巨大地震への対応を強力に推進することにより、国
民の命と暮らしを守りつつ、我が国における産業の
立地・投資環境の信頼性を向上させ、成長力を強化

目標

目標

経済産業省

物
流
に
お
け
る
災
害
対
策

（１）

国土交通省

国土交通省
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平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

順次、取組を推進

■関係者が連携した航路啓開等に係る取組の推進 国土交通省

民有港湾施設に対する報告徴収、立入検査の実施

運用開始

運用開始



３．安全・安心の確保に向けた取組

７）食品の物
流における早
期回復に向
けた協力・連
携体制の構

築

ア）食品サプライチェーンの強靱化

（食品産業事業者等による連携・協力体制の構築）

■首都直下地震及び南海トラフ地震への対策

①災害対応に係
るBCPや連携・
協力の有無に
関する実態調
査の実施

②サプライチェー
ンの特徴等を
踏まえた連携・
協力のひな型
の作成

③サプライチェー
ンにおける連携・
協力体制の構築 ④実証の実施

⑤結果の評価・
検証（例）

物流機能の代替、
調達先の分散化、
共通システムの運
用、地域の災害時
協定との連携等

実証結果に基づく
連携・協力体制の
見直し

連携・協力体制の構築及び実証
（災害に強い食品サプライチェーン構築事業）

■取組地域の拡大及び定期的検証

物
流
に
お
け
る
災
害
対
策

（１）

平成24年度に引き続き、強い
農業づくり交付金（卸売市場
施設整備対策）にて中央卸売
市場施設整備を推進

ア）卸売市場施設整備の推進（安全・安心に向けた卸売市場の整備）（再掲）

平成29年までに中央卸売市場において、下記施策を実施
【安全・確実な物流の確保等】
＜物流における災害対策＞
○安全・安心に向けた卸売市場の整備
・卸売市場施設の耐震化への支援を実施
・引き続き、生鮮食品等の流通において社会的なインフラである卸売市場整備を実施

８）卸売市場
における耐震
化の支援

農林水産省

農林水産省

安全・確実な物流の確保等に向け卸売市場の機能強化を推進
中央卸売市場における施設設備を実施する市場数：20市場

目標
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平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

食品流通の災害時対応に係る連携・協力体制を構築している割
合が50％

・取組の必要性の周知、先進事例の普及

食料産業ハザードマップ作成・セミナー等の開催等
業界団体主催の事業者説明会の開催(講師派遣等）

・サプライチェーンにおける民間事業者等による自主的
な連携・協力体制の構築

連携・協力に向けた協議会等の設置等

目標

・取組状況についての実態調査の実施



社
会
資
本
の
適
切
な
維
持
管
理
・
利
用

２）特殊車両
の通行条件
の検討

ア）大型車両の道路利用の適正化 国土交通省

３．安全・安心の確保に向けた取組

検討の実施

イ）特殊車両の通行支障の状況に応じた通行条件の付与 国土交通省

特殊車両の通行許可に関して、付与される通行条
件の内容をより望ましいものとするため、具体的措
置内容を含めてその通行条件の在り方を検討

順次、取組を実施・報告徴収権及び立入検査
権を活用するための所要の
規定の整備 道路の老朽化等を踏まえた道路の適正な管理を図るため、

報告徴収権及び立入検査権を活用しつつ、取締基地や自
動計測装置の計測により把握した違反者に対して直接指
導して改善を求めるなどし、一層の取締り・指導を徹底

ア）貨物車が通行するのに望ましい経路の指定等（再掲） 国土交通省

制度を逐次運用・ルートの選定のための基礎
データの収集等

・関係道路管理者との協議
等の立案プロセスを進めた
後に、国土交通大臣による
大型車が通行すべき道路
を指定

道路の老朽化等を踏まえた道路の適正な管理を図るため、４０ｆｔ背高コ
ンテナの積載車両、４５ｆｔコンテナの積載車両等が通行すべき道路の区
間を国土交通大臣が指定するとともに、当該区間を利用しやすくするた
め、特殊車両の通行許可手続を一元的に実施する枠組みを導入

１）貨物車の
適正な道路
利用の促進

目標

目標

目標

（２）
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平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

ア）長寿命化計画に基づく港湾施設の適切な維持管理の実施 国土交通省

長寿命化計画に基づく港湾施設の適切な
維持管理の実施

目標

■点検方法等の明確化

■維持管理計画、予防保全計画の策定及び計画に基づく適切な維持管理の推進

技術マニュアルの見直
し（記述の詳細化、事
例の追加等）

維持管理計画、
予防保全計画
に基づく修繕・
更新の実施

緊急点検等の結果等を踏
まえ、維持管理・更新に係
る内容の充実と策定率の
向上を強力に推進

長寿命化計画等に基づく適切な維持管理の推進等本格的な
ＰＤＣＡサイクルへの移行

■地方公共団体への技術的支援

港湾空港技術研究所等
による高度な助言を行
う体制の充実

技術支援の実施

法案審議 省令等改正
運用

３）港湾施設
の適切な維
持管理

40



３．安全・安心の確保に向けた取組

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
と
物
流
効
率
化
の
両
立

１）AEO事業
者への輸出
入手続にお
ける簡素化
の推進

ア）ＡＥＯ輸出者に対する輸出許可後の申告内容変更手続の改善とＡＥＯ相互承認によるＡＥＯ事業者の貿易円滑化支援

＜AEO輸出者に対する輸出許可後の申告内容変更手続の改善＞

事業者が抱える具体的な事例について、官民で意見交換・情報収集

可能な改善策について通達整備

＜AEO事業者に対する税関手続の更なる簡素化推進等のAEO制度改善＞

AEO事業者の更なる利便性向上等のための制度構築に向け、官民で意見交換

可能な利便性向上策について、規定整備

整備された通達の実施状況について、官民でフォローアップ

平成25
年3月、
第一弾
通達改
正実施
済み

＜AEO相互承認によるAEO事業者の貿易円滑化支援＞

現在AEO相互承認に向けた協議・共同研究を行っているスイス等について、署名に向けた作業を継続

上記以外の国々についても、AEO制度が適切に運用されており、我が国制度との同等性を十分に確認できること等を
前提として、 AEO相互承認に向けた取組を実施

貨物のセキュリティと法
令遵守の体制を整備し
たAEO事業者に対する更
なる税関手続簡素化等
の推進

財務省

目標

（３）

ア）新KS/RA制度の適切な運用

全ての国際旅客便で新KS/RA制度を完全施行

新KS/RA制度を通じた
効率的な航空貨物保
安検査体制の確立

国土交通省

目標

２）効率的な
検査制度の
確立

全てのRA事業者（平成25年８月現在約160社）に対して監査を実施 RA事業者に対する監査を継続的に実施

関係者との十分な意見交換を実施

より効率的な検査制度について検討
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平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

輸出許可後における申告価格の
変更を原則不要化（全輸出者を対象）

輸出許可後における申告価格の
変更を原則不要化（全輸出者を対象）

加工再輸出入減税手続の簡素化



３．安全・安心の確保に向けた取組

輸
送
の
安
全
、
保
安
の
確
保

１）輸送の安
全確保への
取組推進

ア）道路交通の安全確保

交通事故防止及び交通
安全意識の醸成

運転者教育、広報・啓発

ASVの購入補助

イ）ＡＳＶ技術等を活用した大型トラックの車両安全対策

ASV（衝突被害軽減ブレーキ）の新型車への装備義務付け
開始・対象車種の順次拡大

ASV（衝突被害軽減ブ
レーキ）の継続生産車
への装備義務付け開
始・対象車種の順次

拡大

ASVの普及促進による大型トラッ
クの安全性向上
1年間に生産される大型トラック
のうち、衝突被害軽減ブレーキが
装着される車両台数の割合：
85.0%

ASVの取得に係る税制特例

ASVの購入補助による更なる普及拡大の検討

ASV（衝突被害軽減ブレーキ）の装
備義務付け対象車種拡大の検討

ASVの取得に係る税制特例による
更なる普及拡大の検討

車載レーダーの高度化に関する研究開発や車車間通信に関する検討等、安全運転を支援するシステム
の導入のための環境整備等

安全運転を支援す
るシステムの普及
に向けた対応

国土交通省

ウ）安全運転を支援するシステムの導入・普及 総務省

目標

目標

警察庁

（４）

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

安全運転を支援す
るシステムの導入・
普及

目標

42



３．安全・安心の確保に向けた取組

１）輸送の安
全確保への
取組推進

カ）運輸安全マネジメント制度の推進

運輸事業者が経営トップの主体的な関与の下、
現場を含む組織が一丸となった安全管理体制を
構築し、ＰＤＣＡサイクルを通して改善

国土交通省

エ）運行管理制度の徹底や監査の充実等による貨物自動車運送事業の輸送の安全性向上
■運行管理制度の徹底

■監査の充実

・５両未満事業者の運行管
理者選任の義務化

・デジタル式運行記録計等
の普及促進 等

法令遵守の徹底、更なる安全性向上施策の検討

オ）国際海上コンテナの陸上輸送における安全確保

法令遵守の徹底、更なる安全性向上施策の検討

・悪質な事業者への集中
的な監査

・厳格な処分の実施 等

・「国際海上コンテナの陸上
における安全輸送ガイドライ
ン」に基づく取組の実施 等

フォローアップの実施、更なる安全性向上施策の検討

国土交通省

国土交通省

目標

輸
送
の
安
全
、
保
安
の
確
保

（４）

２）交通安全
施設等の整
備の推進

ア）効果的・効率的な交通事故対策の推進

交通安全施設等の整備を推進すること
により、道路交通環境を改善

順次、所要の対策を実施

【参考】・幹線道路の事故危険箇所における死傷事故抑止率

平成32年：約３割抑止（平成26年比）
・平成32年度までに実施した事業により抑止されていると推計される死傷事故件数
：約27,000件/年抑止

日本商船隊による安定的な国際海上輸送の確保
＜目標＞平成29年 日本船舶を262隻

■トン数標準税制の適用 *毎事業年度明けに認定事業者から前年度の実施報告書の提出を受ける
大臣の認定を受けた平成21
年から５年間の「日本船舶・
船員確保計画」による日本
船舶の確保*

大臣の認定を受けた平成26年から４年間の「日本船舶・船員確保計画」による日本船舶の確保*

ア）安定的な国際海上輸送の確保

国土交通省

国土交通省３）日本商船
隊の安定的
な国際海上
輸送確保の
推進

目標

目標

警察庁
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平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

トラック事業を含めた事業用自動車に係る事故削減目標の達成（事業用
自動車総合安全プラン２００９）
・10年間で死者数半減（平成20年：513人→ 平成30年：250人）
・10年間で人身事故件数半減（平成20年：56,295件→ 平成30年：3万件）
・飲酒運転ゼロ

目標

■運輸安全マネジメントの充実強化

・中小事業者に対する普及・啓発と効果的な評価手法の開発
・大手・中堅事業者による取組とこれに対するマネジメント評価の高度化・深度化



３．安全・安心の確保に向けた取組

ソマリア周辺海域派遣捜査隊の派遣

ソマリア周辺海域沿岸国の海上保安機関との海賊対策連携訓練を実施

ソマリア周辺海域沿岸国の海上保安機関職員に対する海上法執行能力向上のための研修を実施

ソマリア周辺海域沿岸国の海上保安機関の法執行能力向上
を図ることにより、海賊事案発生件数を減少

「海賊護送訓練」等を毎年実施

海賊事案をはじめとする海上犯罪取締り等に関する研修を毎年実施

４）国際物流
の安全確保
に向けた取
組推進

ソマリア沖・アデン湾にて司法警察活動等
を実施することで、海賊事案発生件数を
減少

目標

目標

輸
送
の
安
全
、
保
安
の
確
保

（４）
■船舶航行の安全確保

イ）ソマリア沖・アデン湾周辺海域の海賊対策

■航行援助施設整備事前調査
ア）マラッカ・シンガポール海峡における航行安全対策

■航行援助施設の維持管理に係る人材育成

マラッカ・シンガポール海峡における浮標等の航行援助施設について調査

沿岸３カ国の政府担当者を対象に人材育成

マラッカ・シンガポール海峡における航行安全対策を行うことに
より、同海峡に設定された分離通航帯（ＴＳＳ）を閉塞するような
大規模海難の発生数ゼロ

国土交通省

国土交通省

目標
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平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

船舶警備特措法の施行 ソマリア沖・アデン湾周辺海域を航行する国民生活に不可欠な物資を輸送する日本船舶において、小
銃を所持した民間武装警備員による乗船警備に係る所要の手続を実施

ソマリア沖・アデン湾周辺海域を航行する国民生活
に不可欠な物資を輸送する日本船舶の安全を確保

目標



３．安全・安心の確保に向けた取組

システムの
接続試験

出港前報告制度の運用

平成26年３月施行 出港前報告制度を適切に運用し、国際的
な物流セキュリティを強化

■海上交通センターの機能向上

■一元的な海上交通管制の構築

各海上交通センターのシステムの二重化等の整備を実施

■防災対策の推進

６）出港前報
告制度の円
滑な導入と運

用

ア）出港前報告制度の運用

７）海上交通
センターの機
能向上等に
向けた整備
の推進

ふくそう海域（※）において、一般船舶（全長50m以上）が通常

航行する航路を閉塞、又は閉塞するおそれがある海難であっ

て、我が国の社会経済活動に甚大な影響を及ぼす海難の発

生数の毎年度ゼロを維持

※ふくそう海域:東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門港（海上

交通安全法又は港則法適用海域に限る。）

国土交通省ア）安全・安心で効率的な海上交通の実現

目標

目標

輸
送
の
安
全
、
保
安
の
確
保

（４）

５）港湾にお
ける保安対
策の推進

ア）国際港湾施設におけるセキュリティの確保と効率的な物流の実現 国土交通省

■３点確認の実施

■出入管理情報システムの導入

試行運転 本格運用開始 利用者拡大に向けた普及啓発

■PS（Port Security）カードの普及促進

利用者拡大に向けた普及啓発

３点確認の義務化

平成26年７月までは移行期間

管理者からの要望を踏まえながら、順次導入
を推進

PSカードの普及率
平成28年 95%

目標

目標

45

航路標識の耐震・耐波浪補強、航路標識用電源の自立型電源化（太陽電池化）の整備を実施

平成25年
（2013年）

平成26年
（2014年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

経済活動の集中する東京湾をモデルとして、調査設計・システム整備等を実施

財務省


